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会 議 録 

会議の名称 令和５年度第１回つくば市景観審議会 

開催日時 令和５年(2023年)５月 29日（月）開会 10時 閉会 12時 

開催場所 つくば市役所 ２階 会議室 203 

事務局（担当課） 都市計画部都市計画課 
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席 

者 

委員 横張真、藤川昌樹、野中勝利、山本早里、上野弥智代、 

藤間明美、相澤晴夫 

事務局 

 

都市計画部 根本次長 

都市計画課 中山課長、殿岡課長補佐、中島係長、神立係長、 

風見主任、横田（直）主事、横田（智）主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 

 

 

報告事項 

①特例の許可を受けた屋外広告物の表示の変更について         

 （承認基準に基づく許可の報告） 

②景観法に基づく景観協定の認可について 

③令和４年度実績報告について 

④地区計画決定箇所における緑視率調査について 

会議録署名人 山本委員、相澤委員 確定年月日 令和５年（2023 年)８月 21日 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

４ その他 

５ 閉会 

３ 議事 

報告事項① 特例の許可を受けた屋外広告物の表示の変更について 
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（承認基準に基づく許可の報告） 

(i) 事務局説明 

    配布資料に基づき説明 

(ⅱ) 質疑応答 

〔意見等なし〕 

 

報告事項② 景観法に基づく景観協定の認可について 

(i) 事務局説明 

    配布資料に基づき説明 

(ⅱ) 質疑応答 

○会長 

１件目の並木の協定につきまして、ご質問等をお受けしたいと思いますが、

まず、私から伺います。資料の現況写真は、区域図のどの辺でしょうか。 

○事務局 

区域中央から東に向かって撮った写真になります。 

○会長 

写真に写っている樹木は、ヤマボウシで樹高３ｍ以上という基準を満たして

いるものになりますか。 

○事務局 

はい。その通りとなっています。 

○会長 

決して駄目だと言うつもりはないですが、緑化に関する基準を拝見いたしま

すと、ヤマボウシにしてもソヨゴにしても、あまり大きくならない木で、剪定

等の手間がなく面倒がなくていいという言い方もできますけど、逆に言うと、

今の状況からこの先あまり変わらない程度の緑量にしかならない樹木ばかりと

いう気がします。 
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○事務局 

樹木につきましては、事業者から相談が来た際は、在来種を選んだり、少し

工夫をするようにと伝えております。今回の場合は、住民の方が自分たちで管

理していくことを考慮して、樹種を選定していると聞いています。 

○会長 

確かに、非常に管理負担が大きくなってしまう成長の早い木を用いてしまう

と、後々伐採というケースも多いので、それは避けるべきではないかと思いま

す。しかし、東大通り沿いで、ある種、つくばの中で玄関的な景観がある部分

の一つという気がしますので、そこになるべくふさわしいような住宅が景観協

定を通じて整備できるといいなと思っています。 

○委員 

開口部は型ガラスにするという基準について、壁の方角が決まっていて、高

さの緩和はなく、２階部分も規制対象だと思いますが、室内を覗かれないよう

にという意味でのプライバシーなのか、自分の庭を覗かれないようにという意

味でのプライバシーなのか、この辺の目的を伺いたいです。 

○事務局 

事業者に確認した際、お互いのプライバシーに配慮するためと聞いています。 

○委員 

型ガラスの値段が高いかどうかはわかりませんが、建築の時、プライバシー

を配慮したがために、コストアップなど居住者にとって経済的な不利益がなけ

ればいいなと思います。 

○委員 

現況写真を見ると、塀は建っていませんが、最初の段階だからこの状態で売

り出してあって、買われた方が後から塀を建てるかもしれないという状況なの

か、ご説明いただけたらと思います。 

○事務局 
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地区計画の制限があり、道路境界線沿いに設置する場合は、生垣かメッシュ

フェンスとなっていて、協定では、道路境界ぎりぎりではなく、60cm以上後退

することになっており、設置してはいけないという規定は設けていません。 

○委員 

60cm以上後退すれば、作ってはいけないというわけではないとすると、今は

ないけれど、今後囲まれていく可能性があるのかなと思っていたんです。今の

この状態は良いと思っていたんですけど、このまま維持されるとは限らない、

それでいいですねという確認です。 

○会長 

他にないようでしたら、２件目の陣場の協定について、いかがでしょうか。 

○委員 

駐車場１台分以上確保するという規定について、これは景観の何に配慮しよ

うとしているのかよくわからない、不可思議な感じがするんです。 

○会長 

これは駐車場を作らないのは駄目と言っているわけで、要するに、自分のと

ころに駐車場を作らないで路駐するのは駄目としか読み取れないんですけど、

どうなんでしょうか。 

○事務局 

駐車場に関しては、景観に対して大きい影響を与えるというものではありま

せんが、敷地の中で１台分は確保する内容を規定したいということで、記載し

てあります。 

○会長 

とにかく何でもいいから１台分確保するということで、それがなぜ景観協定

なんでしょうか。 

○事務局 
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細かく規定されていなかったので、位置を決めたり、図で表示したりしては

どうかと事業者にお伝えしましたが、位置までは決めずに１台以上確保という

表記で留めておきたいとのことでした。景観法において、定められる事項の中

に、その他という項目があり、今回の駐車場は、これに該当します。景観法上、

規定してはいけない内容ではなく、要件を満たしていれば認可しなければなら

ないので、事務局としても難しい部分はあります。 

○会長 

マンセル値を定めていること以外は、景観協定として通常であれば規定しな

きゃいけない具体的な話がどこにもなく、一体なぜ景観協定をやろうとしてい

るのか理解できないんですけど、どういうことなんでしょうか。 

○事務局 

他の協定と比べると項目的には少ない状況で、細かい意図まで全て聞いては

いませんが、景観法上の要件を満たしていれば認可せざるを得ない状況です。 

○会長 

景観協定を定めなければいけない理由はないわけで、非常にうがった見方を

すると、販売促進のための景観協定に見えるんですけど、それに対して市が加

担しているというのはいかがなものでしょうか。 

○事務局 

協定の内容として、用途地域が第一種住居地域と第一種低層住居専用地域に

またがっており、法律上は第一種住居地域ですと店舗もできてしまうので、住

宅地を形成するため、建築物の用途の制限についても規定を付加しています。 

○会長 

なるほど、そうであれば、もう一歩踏み込んでいただきたいと思います。例

えば、運営委員会に関して、委員長、副委員長、会計を１名置き、この委員会

に計画書を提出して同意を得なければいけないと書いてありますが、運営委員

会の３名の同意さえ得られればＯＫだと読めてしまう。住民の意向がどうであ
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れ、委員会の３名だけでＯＫとなるというのは、事実上あまり機能しない話で

しょうし、緑化に関しても努力するという規定だけで、協定期間は５年間とな

っており、認めざるを得ないという立場はわかりますが、このまま進めていい

んだろうかというのが非常に大きな疑問です。 

○事務局 

景観協定に関しては、これまでの審議会の中でも様々なご意見をいただいて

おり、行政側としては、景観法の要件を満たしていれば認可せざるを得ない立

場ではありますが、事業者から提出されたものをそのまま認可というわけでは

なく、事前に相談が来た際、これまでの事例などを踏まえて、事業者に意見を

伝えています。また、認可件数は増えてきておりますが、認可後、どのように

運営されているか把握できていないところが少し課題といいますか、検証しな

ければいけないと感じています。 

○会長 

ぜひそれをお願いしたいと思います。駄目なものをけなすのは、問題がある

かもしれませんけど、良いのを褒めるは分には皆さん嬉しい話でしょうから、

例えば、評価基準を設定して、この景観協定はＳとかＡとか、そういう話を作

っていくことによって、うまく誘導を図っていけるのではないでしょうか。 

○委員 

色彩の数値ですが、今までの 13件も同じような数値になっていましたか。 

○事務局 

色彩基準につきましては、景観計画の中で定めている数値があり、事業者が

この基準に準じて設定しているので、同じ数値基準になっています。 

○委員 

研究のテーマ的にも思っていたところがあって、地域ごとの地域らしさとか、

そういうのを出していくのが景観協定であってほしいというのもあり、検証さ

れる際は、ご協力したいと思います。どこも同じような街並みになっているの
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はちょっと残念なので、その街らしさを作っているところがあれば推奨してい

くとか、そういったことにも役立てられればと思いました。 

○事務局 

景観協定につきましては、認可件数が多くなってきたことを踏まえて、景観

協定を一つのテーマとして、３月に景観講演会を開催しました。今後の検証な

どについては、少し考えていきますので、情報がまとまり次第ご報告させてい

ただき、いろいろとご意見をお伺いできればと思っています。 

○会長 

この件に関しましては、引き続き、ぜひご検討をお願いします。 

 

報告事項③ 令和４年度実績報告について 

(i) 事務局説明 

    配布資料に基づき説明 

(ⅱ) 質疑応答 

○会長 

本件につきましてご質問等お伺いしたいと思いますが、特に違反広告物を中

心とした実績の報告、大変なご尽力の結果として激減していることにつきまし

ては、素晴らしいと思います。つくば市ってこんな素晴らしいところ、景観と

してこんなにすごいところ、これだけすごいことを頑張っているといったあた

りを全面的にＰＲされたらいかがでしょうか。そうすることによって、つくば

市で何か事業をやろうとしている事業者に対してのＰＲにもなると思います。 

○事務局 

違反広告物の是正指導の結果につきましては、市のホームページにも掲載し

ていますが、いろいろ検討できたらいいのかなと思っています。 

○委員 
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開発行為とか倉庫などの建築の件数が多いのか少ないのかわからないですけ

ど、大規模な郊外型の開発というか建築行為が続くということが、先ほどの景

観協定は少し遠かったですけど、駅に近いところでわざわざ駐車場を作るとい

うのは、逆行しているような感じがするんです。暮らしやすいつくばでしたら、

もう少し車ありきのまちづくりではないんじゃないかなと。景観を守るという

ことと、素晴らしい自然があるところを切り開いて倉庫のようなものを作ると

いうことと、何か連動しちゃって、まちづくりの方向が車社会や郊外という方

をまだまだ向いているのかなと、この件数などを見ていて感じたところで、市

全体として何か誘導していただけるとありがたいなと思います。 

○事務局 

今まではどちらかというと市長公約にもあるように、悪いものを正すという

ところに重点をおき、適切にルールを守っている方がいる反面、守らない方を

野放しにはできないという思いでやってきました。現状の景観のＰＲですと、

景観条例制定 10周年事業として、以前景観シンポジウムを開催しましたが、講

演内容や資料をもとに、景観の良いルートを紹介する景観ルートマップを作成

し、景観の啓発をしています。今回の意見を踏まえて、景観協定に限らず、つ

くば市の景観といったところをうまくＰＲできるように考えていき、委員の皆

様にもご意見をいただきながら進めていきたいと思っています。 

○会長 

景観という議論に留まらないのかもしれないと思うんですけど、例えば、コ

ンパクトシティは、国土交通省がこれからの日本の都市行政の核だというふう

に進めてきています。コンパクトであることに関しては否定しませんが、その

コンパクトのユニットの大きさというのをもう少し考え直す必要があると思い

ます。つくば市であれば、つくば駅や研究学園駅があり、その主要駅を核にし

て、そこに全部集めてくることがコンパクトシティだという考え方できたとこ

ろに対して、もっと小さなユニットを分散配置させていく、そういうコンパク
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トシティのあり方もあるんじゃないかと思います。そして、分散配置したその

間を自家用車ではなく、シェアリングするタイプの新しいモビリティなどを積

極的に活用するとか、あるいは、エネルギーに関しても、地産地消型の再エネ

をスモールグリッドで埋め込んでいく、こういうことを伴いながら、分散型の

コンパクトなユニットが市域全域に展開されているといったコンパクトシティ

が今後はあり得るのではないかと思います。ＩＣＴが普及してテレワークによ

り必ずしも人が遠くまで移動しなくても仕事も暮らしもできてしまう時代にな

ってきている中で、そっちの方がこれからの人々の暮らしに見合うまちづくり

の姿になるんじゃないかと思います。もしもそのような方向性をつくば市も標

榜すると、駅前に大きい駐車場を作るということではなくなってくる可能性も

あると思います。これは、景観という場で議論することではなく、都市マスや

つくば市の総合計画などで議論すべきことなのかもしれませんが、そういった

議論が実際今始まっているというところは少し頭に置いていただけるといいの

かなという気がします。 

○委員 

屋外広告物条例に基づく許可の件数について、継続許可が例年通りというの

はそれでいいのかなと思いますが、新規のものが同じペースで増えているのは、

いいことというか、どのように判断するのかなというのを考えてみたいと思う

んです。適当なものが適当な形で増えているのであればいいんですけど、実際

のところ、どういうものが増えているのでしょうか。 

○事務局 

新規の許可については、更地に建築物を新築して新規にオープンしたり、空

き店舗に居抜きで入るといったパターンがあります。また、違反広告物の是正

指導を行っていますので、許可を受けておらず是正のため許可を受けるといっ

たパターンもあり、毎年件数が変わらないのかなと思っています。 

○委員 
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良くないものが良いものに変わっていくということであれば、許可の件数が

例年通りというのは、少しずつ良くなっていることを意味するかもしれません

が、そこの評価を現場でご覧になっていて、今良い方向に向かっているかどう

か、この数字だけ見ても何とも言いようがないので、チェックしておいてほし

いと思います。 

○会長 

大変些末なことで恐縮ですが、中心を離れたエリアで、選挙期間を超えても

議員さんの看板などが残っていて目につきます。公職選挙法などの中で、非常

に手をつけにくいことはよくわかっていますが、どうにかならないでしょうか。 

○事務局 

市民の方などから連絡があったときは、選挙管理委員会事務局に相談しなが

ら対応しています。 

 

報告事項④ 地区計画決定箇所における緑視率調査について 

(i) 事務局説明 

    配布資料に基づき説明 

(ⅱ) 質疑応答 

○会長 

緑視率は、道路幅員とか、天空率によって影響を受けてしまう数字です。簡

単に言うと幅の広い道路ほど、道路の両側に同じ量の緑があったとしても値は

低くなり、逆に狭隘な道路になればなるほど、値は大きくなるものですので、

そのことの持つ限界を認識した上で使う必要があります。それから、手前にそ

れなりの緑量の緑があればあるほど値が大きくなり、同じ緑量の緑でも遠い地

点で写真を撮影すれば値は落ちるというように、視点場の位置によって大きく

影響を受けてしまうことも注意すべき点だと思います。単純に幅員の違う道路

で計測した値を比較するということはあってはならないですし、１地点の数字
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だけをもって判断することもできない。理想的には動画で連続的に撮影をし、

その結果を積分値として表現するといった方法が問題点の克服の上では考えら

れると思います。AI を使ったときに、季節によってはうまく拾えないものがあ

ったというのは小さな話で、今申し上げた内容が技術的な側面としては非常に

大きな使用上の注意となるかと思います。 

それから、歩行者の心理的な潤いや安らぎ感に寄り添った指標になるとおっ

しゃっておりますが、緑視率は大きくなればなるほど、人にとって心理的にプ

ラスに働くわけではないことも注意する必要があると思います。例えば、極端

な例を言いますと、ペデストリアンデッキの支線部分のような非常に細いとこ

ろで、両側から非常に緑が迫っていて、かつ、1.5ｍくらいのアイレベルのとこ

ろに密な植え込み等があるケースに対しては、人は恐怖や不安を感じるケース

が多い。一定程度の幅員があって、かつ、緑視率があるレベルまでは評価にな

るけれど、それを超えるとマイナスに働くことを踏まえておく必要があると思

います。高いところに樹冠が密にあったり、グラウンドレベルが緑で覆われて

いるのは非常にいいけれども、アイレベルに密な緑があるのは、人の評価とし

ては見通しがきかずマイナスに働いてしまうことを前提に、この調査を進めら

れるのが良いかと思う次第です。 

○事務局 

道路幅員や天空率について、地区ごとの比較に関しては、厳密に見る必要が

あると考えていたので、今後の検討の際には、重要な要素としたいと思います。

また、連続性について、今回の調査では、簡単に評価するために平均値で評価

していますが、実際には沿道を複数回、宅地ごとに撮影するという形で連続し

て写真を撮っています。こちらに関しましても、今年度以降の調査において、

連続性を要素の一つとして評価をしていきたいと考えています。 

緑視率の割合が高ければいいというものではないということもその通りであ

り、開発前の宿舎で、緑がうっそうとしていて怖いといった意見は、市にも寄
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せられていますので、今後は望ましい緑視率がどの辺りになるのかというとこ

ろも、広く研究されている知見も活かしつつ考えていければと思っています。 

○会長 

一定の成果、結果が出たときに、今後どう施策に活かそうとお考えですか。 

○事務局 

先の話なので厳密に申し上げにくいところはありますが、まずは地区計画で

緑化率として最低限度を定めているところで、その制限の妥当性を検証し、都

市計画として過度な制限になっていないか、逆に効果を保てない制限になって

いないか、そういった観点から、制限を見直していく材料の一つとしたいと考

えています。人の感覚的なところも入ってくるので、緑視率を具体の制限に結

びつけていくにはかなり慎重に検討していく必要があると考えています。 

○会長 

例えば、南ヨーロッパの古い街のように、街区いっぱいに口の字型に住宅が

建っていて中庭がある街区ですと、道路を通行する限りは緑視率はゼロだけど、

実は中庭に潤沢な緑があって、緑被として考えると結構な量があるというケー

スがあります。それから、ブロック塀等で囲まれた住宅地が連続しているよう

な住宅街において、ブロック塀の内側にはそれなりに庭があるけれども、通行

している場合には塀にしか見えないようなケースもあります。こういった緑被

と緑視が乖離しているケース、特に道路通行者にとって、それなりの緑被があ

るにもかかわらず、それが全然享受できていないときに、緑視率を用いてその

両者の乖離をなるべく小さくする施策を展開していこうという話はよくわかり

ます。つくば市の場合、そういう街区が形成される可能性がこの先あるのか。

ある敷地の真ん中に緑被を確保したが、周りが全部住宅で、その 20％確保され

た緑被が周りの人には享受できないというようなことが起きる時には、こうい

う誘導は非常に有効だと思います。そうじゃないとした場合に、果たしてどこ

まで緑被ではなく緑視でいけるのか、そこは慎重にお考えいただく必要がある
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と思います。単純にバッファーとして、周囲に 20％の多くを割り当ててくださ

いというだけでも、問題は解決するかもしれないので、この調査の使い方を少

し慎重にされる必要があると思います。 

○事務局 

地区計画で緑の制限を定めている理由の一つとしては、研究学園都市建設か

ら続く緑の連続性とか、都市環境の維持継承があります。今回は、街区の道路

側の緑地に関して評価を行ったところですが、箱庭のような形の緑地では、緑

被として有効であっても緑視として評価されにくいといったところもあると思

います。もちろん開発する事業者の意向もあるとは思いますので、ご意見いた

だいた通り、慎重に市としては考えていきたいと思います。 

 

以 上 

 



 

令和５年度第１回つくば市景観審議会 次第 

 

              日時：令和５年(2023年)５月 29日（月）午前 10時～ 

              場所：つくば市役所本庁舎 ２階 会議室 203 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議事 

 報告事項 

  ① 特例の許可を受けた屋外広告物の表示の変更について      【資料 No.１】 

    （承認基準に基づく許可の報告） 

  ② 景観法に基づく景観協定の認可について            【資料 No.２】  

  ③ 令和４年度実績報告について                 【資料 No.３】 

④ 地区計画決定箇所における緑視率調査について         【資料 No.４】 

 

４ その他 

 

５ 閉会 



                                      

                               資料 No.１ 
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報告事項① 

特例の許可を受けた屋外広告物の表示の変更について 

（承認基準に基づく許可の報告） 

 

１ 概要 

特例の許可を受けているイオンモールつくば、山新グランステージつくば、ト

ナリエクレオにおいて、「特例の許可を受けた屋外広告物の表示の変更等に係る許

可の取扱いについての承認基準」に基づき許可しましたので、変更内容を報告す

るものです。 

 

２ イオンモールつくばの変更内容 

(1) 表示場所 

 

(2) 現許可の内容 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 ６ 97.89㎡ 

建築物利用広告 75 765.97㎡ 

広告幕 ４ 32.64㎡ 

合計 85 896.50㎡ 

 ※許可前と許可後において、数量及び表示面積の変更はなし。 
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(3) 変更した広告物の設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 変更内容 

建築物利用広告（SC棟） 

（現況写真） 

 

表示面積 10.80 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 テナント入替に伴う意匠変更 
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３ 山新グランステージつくばの変更内容 

(1) 表示場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 現許可の内容 

広告物の種類 数量 
表示面積 

許可前 許可後 

野立広告 ６ 183.58㎡ 183.58㎡ 

建築物利用広告 24 326.77㎡ 320.39㎡ 

合計 30 510.35㎡ 503.97㎡ 

   ※許可前と許可後において、数量の変更はなし、表示面積の減少あり。 

 

(3) 変更した広告物の設置位置 
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(4) 変更内容 

① 建築物利用広告 

（現況写真） 

 

表示面積 4.50 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
テナントの意匠変更 

表示面積 減 10.88 ㎡→ 4.50 ㎡ 

 

② 建築物利用広告 

（現況写真） 

  

表示面積 31.35 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 テナントの意匠変更 
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４ トナリエクレオの変更内容 

(1) 表示場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 現許可の内容 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 １ 11.84㎡ 

建築物利用広告 47 153.38㎡ 

広告幕 30 18.00㎡ 

合計 78 183.22㎡ 

  ※許可前と許可後において、数量及び表示面積の変更はなし。 
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(3) 変更した広告物の設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 変更内容 

  ① 野立広告 

（現況写真） 

 

表示面積 全体：11.84 ㎡  テナント部分：0.17 ㎡ 

変更内容 
入居テナント決定に伴う意匠変更 

白板 → 東京中央美容外科つくば院 
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 ② 建築物利用広告（東側壁面） 

（現況写真） 

 

表示面積 6.48 ㎡ 

変更内容 
入居テナント決定に伴う意匠変更 

白板 → 東京中央美容外科つくば院 

 

 ③ 建築物利用広告（北側壁面） 

（現況写真） 

 

表示面積 3.24 ㎡ 

変更内容 
入居テナント決定に伴う意匠変更 

白板 → 東京中央美容外科つくば院 
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報告事項② 

景観法に基づく景観協定の認可について 

 

１ 概要 

  つくば市内における景観協定について、令和４年９月８日に 14 件目となる「つ

くば市並木２丁目７番地景観協定」、令和４年 12月 23日に 15件目となる「ルナつ

くば陣場クルムフィールド街区景観協定」を認可しましたので、その内容を報告す

るものです。 

 

２ つくば市並木２丁目７番地景観協定の内容 

(1) 申請地の概要 

  ① 地名地番：並木２丁目７番１ 

  ② 区域面積：20,188.16 ㎡ 

  ③ 用途地域：第一種中高層住居専用地域（建蔽率 60％、容積率 200％） 

  ④ 地域地区：第一種文教地区、第一種高度地区 

  ⑤ 地区計画：並木第五地区地区計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 協定締結者（土地は４者による共有のため一人協定） 

  ① 茨城セキスイハイム株式会社（代表幹事社） 

  ② 茨城グランディハウス株式会社 

  ③ 株式会社朝日コーポレーション 

  ④ 株式会社アゲル 
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(3) 協定書の主な内容 

  ① 建築物に関する基準 

   ・建築物の用途は、一戸建ての住宅、兼用住宅とする。 

   ・建蔽率の最高限度は、50％とする。 

   ・容積率の最高限度は、100％とする。 

   ・建築物の階数は、地階を除き２以下とする。 

   ・建築物の高さは、10ｍ以下とする。 

   ・建築物の屋根及び外壁は、色彩基準に定めるマンセル値を満たし、周辺の景

観を損ねないよう配色やデザインに配慮する。 

 

② 工作物に関する基準 

   ・市道４-4237 線、市道４-4238 線及びなみき児童公園の境界線沿いは、高さ

1.2m以下の生垣を設ける。 

   ・隣地境界線沿いの垣又はさく、土留めは、地盤高の高い敷地側に設ける。 

   ・門塀等は、道路境界線より 0.6ｍ以上後退して設置する。 

   ・TVアンテナ等の設置は、地盤面から７ｍ以下とする。 

   ・門灯１個所以上、庭園灯１個所以上設置する。 

 

③ 緑化に関する基準 

   ・緑地帯には、樹高２ｍ以上の樹木を３本以上植栽する。 

   ・協定樹木として、シンボルツリー、ゲートツリー、コーナーツリー、アイス

トップツリーを設ける。 

 

④ 屋外広告物に関する基準 

   ・地上から上端までの高さは、２ｍ未満とする。 

   ・合計表示総面積は、0.7㎡以下とする。 

 

⑤ 協定の有効期間 

   ・10年間とする。 

 

  ⑥ 運営委員会 

   ・委員長、副委員長、会計及び監査を各１名置く。 

   ・協議対象行為を行う場合は、工事着手前に、建築等計画協議書を委員会に提

出し、承認を得なければならない。  
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⑦ 区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 現況写真 
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３ ルナつくば陣場クルムフィールド街区景観協定の内容 

(1) 申請地の概要 

  ① 地名地番：つくば市島名・福田坪 E28街区及び E40街区 

  ② 区域面積：36,384.53㎡ 

  ③ 用途地域：第一種住居地域（建蔽率 60％、容積率 200％） 

          第一種低層住居専用地域（建蔽率 40％、容積率 80％） 

  ④ 地区計画：島名・福田坪地区地区計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 協定締結者（一人協定） 

   株式会社創建 

 

 (3) 協定書の主な内容 

  ① 建築物に関する基準 

   ・建築物の用途は、一戸建ての住宅、兼用住宅とする。 

   ・建築物の屋根及び外壁は、色彩基準に定めるマンセル値を満たし、周囲の街

並みとの調和に配慮する。 

 

  ② 建築物の敷地に関する基準 

・各区画１台以上の駐車スペースを確保する。 

 

③ 緑化に関する基準 

   ・出入口を除き、道路に面する部分は緑化するよう努める。 

 

  ④ 協定の有効期間 

   ・５年間とする。 
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  ⑤ 運営委員会 

   ・委員長、副委員長及び会計を各１名置く。 

   ・建築する場合は、確認申請前に、計画図書を委員会に提出し、同意を得なけ

ればならない。 

 

⑥ 区域図 
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(4) 現況写真 

 



 

 

資料 No.３ 
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報告事項③ 

令和４年度実績報告について 

 

〔 ア 景観法に基づく届出 〕 

 

１ 届出件数 

行為の種類 届出 通知 合計 

建築物の建築 43 ９ 52 

工作物の建設 １ ０ １ 

開発行為 ４ ０ ４ 

合計 48 ９ 57 

 

２ 行為の種類毎の内訳 

(1) 建築物の建築（届出） 

種類 件数 

商業施設・業務施設 ７ 

倉庫・工場・研究所 18 

共同住宅 10 

病院・保育施設・老人福祉施設 ８ 

合計 43 

 

(2) 工作物の建設（届出） 

種類 件数 

携帯電話用コンクリート柱 １ 

合計 １ 

 

(3) 開発行為（届出） 

種類 件数 

宅地分譲 ４ 

合計 ４ 
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(4) 通知 

種類 件数 

学校 ５ 

児童福祉施設等 ２ 

研究所・工場 ２ 

合計 ９ 

 

３ 行為の種類の推移 

 

行為の種類 
届出件数 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 

建築物 

の建築 
25 44 33 27 30 31 39 43 34 35 50 50 50 47 46 52 

工作物 

の建設 
6 6 11 14 5 4 7 5 5 5 7 1 0 1 4 １ 

開発行為 3 5 2 2 3 4 3 6 2 8 6 4 6 4 4 ４ 

合計 35 55 46 43 38 39 49 54 41 48 63 55 56 52 54 57 
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４ 分布図 

 

  

凡 例 

●建築物の建築（43 件） 

●工作物の建設（１件） 

●開発行為（４件） 

●通知（９件） 
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５ 事例紹介 

 

所 在 地：東丸山 112 番地１外６筆 

区域区分：市街化調整区域 

用  途：倉庫業を営む倉庫 

敷地面積：11,006.9 ㎡ 

延べ面積：11,326.72 ㎡ 

高  さ：14.56ｍ 

 

 位置図 

 

 現地写真 
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〔 イ 屋外広告物条例に基づく許可 〕 

 

１ 許可件数等 

行為の種類 許可件数（申請件数） 許可広告物（枚数） 

新規許可 84 385 

継続許可 126 3,248 

変更許可 75 178 

合計 285 3,811 

 

２ 許可広告物（枚数）の内訳 

広告物の種類 新規許可 継続許可 変更許可 合計 

野立広告 76 198 56 330 

建築物利用広告 249 643 82 974 

広告幕 42 36 20 98 

電柱袖付広告 0 503 0 503 

電柱巻立広告 0 1,701 0 1,701 

近隣店舗等案内広告 13 3 3 19 

消火栓標識広告 0 121 0 121 

置広告 3 35 15 53 

車体利用広告 2 0 1 3 

バス停上屋添加広告物 0 8 1 9 

合計 385 3,248 178 3,811 
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３ 許可件数等の推移 

  
新規許可 継続許可 変更許可 合計 

件数 広告物数 件数 広告物数 件数 広告物数 件数 広告物数 

H23 64  150  95  3,288  19  24  178  3,462  

H24 59  217  72  3,540  22  31  153  3,788  

H25 53  278  113  3,634  22  55  188  3,967  

H26 100  470  137  3,557  24  44  261  4,071  

H27 85  370  117  3,610  29  94  231  4,074  

H28 110  396  115  3,626  54  159  279  4,181  

H29 103  307  154  3,692  51  98  308  4,097  

H30 143  549  143  3,635  50  96  336  4,280  

R01 99  501  144  3,441  44  133  287  4,075  

R02 78  454  103  3,021  53  177  234  3,652  

R03 80 326 123 3,103 96 234 299 3,663 

R04 84 385 126 3,248 75 178 285 3,811 
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〔 ウ 違反広告物の除却 〕 

 

１ 概要 

(1) 取り組み内容 

  電柱、信号機、街路樹、歩道などに違法に表示されている「はり紙」、「は

り札」、「立看板」、「広告旗」を撤去しています。 

 

(2) 実施主体 

 ・市職員 

・業務委託 

 ・ボランティア団体：９団体（茨城県まちの違反広告物追放推進制度） 

 

２ 除却対象広告物の例 

（はり紙） （はり札） 

（立看板） （広告旗） 
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３ 除却実績の推移 

 (1) 種類毎の除却数 

年度 はり紙 はり札 立看板 広告旗 合計 

H23 226  767  9  0  1,002  

H24 221  792  61  1  1,075  

H25 199  813  103  0  1,115  

H26 28  288  171  8  495  

H27 183  512  28  13  736  

H28 273  250  21  13  557  

H29 120  328  39  10  497  

H30 102  32  126  7  267  

R01 61  12  43  0  116  

R02 31  20  109  0  160  

R03 78 8 59 6 151 

R04 35 24 21 0 80 

 

 
  



 
- 9 - 

(2) 実施主体毎の除却数 

年度 委託 職員他 ボランティア 合計 

H18 839 7 156 1,002 

H24 780 4 291 1,075 

H25 890 3 222 1,115 

H26 343 8 144 495 

H27 558 36 142 736 

H28 282 75 200 557 

H29 295 51 151 497 

H30 135 9 123 267 

R01 36 14 66 116 

R02 128 0 32 160 

R03 69 37 45 151 

R04 46 0 34 80 
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エ 〔 違反広告物（ロードサイン）の是正指導 〕 

 

１ 概要 

「つくば市違反広告物等是正事務処理要領」に基づき、令和元年度から、主要

幹線道路の交差点部を重点是正地域として指定し、違反広告物を掲出している広

告主に対して是正指導を行っています。 

 

２ 重点是正地域の位置（13 箇所） 

 

 

  

凡 例 

〇未完了箇所（８箇所） 

〇是正完了箇所（５箇所） 
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３ 指導実績（R5.3.31 時点） 

重点是正地域 
対象 

件数 

是正 

件数 

未完了 

件数 
備考 

R1 

① 
春日１西交差点 

（学園西大通り線×学園北大通り線） 
８ ８ ０ 是正完了 

② 
面野井 155-13 番地先交差点 

（土浦学園線：グランステージ付近） 
17 14 ３ 

 

③ 
新井 312-1 地先交差点 

（サイエンス大通り：みずほの村市場前） 
10 ９ １  

R2 

④ 
西平塚交差点 

（学園西大通り線×土浦境線） 
12 12 ０ 是正完了 

⑤ 
吾妻西交差点 

（学園西大通り線×学園中央通り線） 
６ ６ ０ 是正完了 

⑥ 
南大通交差点 

（学園西大通り線×学園南大通り線） 
７ ６ １  

⑦ 
上萱丸交差点 

（国道 354 号線：みどりのカスミ前） 
13 13 ０ 是正完了 

R3 

⑧ 
田中交差点 

（国道 125 号線×学園東大通り線） 
６ ５ １  

⑨ 
西大通り入口交差点 

（学園西大通り線×学園東大通り線） 
４ ４ ０ 是正完了 

⑩ 
稲岡交差点 

（国道６号線×学園西大通り線） 
６ ５ １  

R4 

⑪ 
東光台入口交差点 

（土浦境線） 
５ ３ ２  

⑫ 
西海道交差点 

（土浦学園線） 
８ ６ ２  

⑬ 
榎戸交差点 

（国道 354 号線及び国道 408 号線） 
６ １ ５  

合計 108 92 16  
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４ 是正状況 

  ⑨ 西大通り入口交差点（令和３年度重点是正地域指定） 

 

  是正前 

 
是正後 
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〔 オ 再生可能エネルギー発電設備の設置に係る届出 〕 

 

１ 届出件数（すべて太陽光発電施設）（R5.3.31 時点） 

年

度 

件

数 

発電出力（KW） 敷地面積（㎡） 

50～

99 

100～

499 

500～

999 

1,000

～ 
～999 

1,000

～

1,999 

2,000

～

4,999 

5,000

～

9,999 

10,000

～

19,999 

20,000

～ 

H28 17  ０ ９ ５ ３ ０ ０ ６ ５ ４ ２ 

H29 25  １ 11  ７ ６ ０ １ ６ ９ ６ ３ 

H30 10  ０ ４ ３ ３ ０ ０ ３ ４ ３ ０ 

R01 15  ２ ７ ４ ２ １ ０ ４ ７ １ ２ 

R02 9  １ ２ ６ ０ ０ ０ １ ５ ３ ０ 

R03 9 ０ ５ ４ ０ ０ ０ ３ ４ １ １ 

R04 19 １ 10 ７ １ ０ ０ ３ 15 １ ０ 

 

２ 分布図 

 

凡 例 

●太陽光発電設備（19 件） 

市街化区域  ：２件 

市街化調整区域：17 件 



資料 No.４ 

 

報告事項④ 

地区計画決定箇所における緑視率調査について 

 

１ 目的 

  筑波研究学園都市は、国家プロジェクトにより整備され、ゆとりある緑の多い国家公務

員宿舎が多数整備されたが、平成 14年以降、建物の老朽化や福利厚生目的の宿舎の削減を

理由に宿舎が廃止され、跡地は売却により再開発されてきた。 

そのため、市としては売却に先立ち、国家公務員宿舎跡地等に地区計画を決定し、建蔽

率や敷地面積の最低限度等も総合的に勘案した上で、各敷地の宅地利用として過度な負担

にならない範囲で、良好な都市環境の形成を図るために必要と認められる緑化率（≒緑被

率）の最低限度等を設けることで、緑豊かな都市環境の形成を図っている。しかし、周辺

住民からは緑化率の最低限度の引き上げや宿舎内の緑を残すような制限をしてほしいとの

声がある。 

本調査では、地区計画において緑化率の最低限度や緑地帯の設置、かき・さくの構造の

制限等を設定した箇所における接道部の緑化の状況を AI 緑視率調査プログラムを用い調

査し、地区計画の効果や今後の緑化施策検討の基礎資料として活用することを目的とする。 

 

 緑化率…都市緑地法第 34 条第２項に定める建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する

割合のこと。建築物の敷地面積に対する上空から見た緑地の面積の割合のこと。 

 緑視率…人の目に見える緑の割合のこと。 

 緑被率…対象となる地域の総面積に対する、緑被の面積（実質的に植物で被われている面

積）が占める割合のこと。 

 

２ 方法 

(1)  調査場所 

国家公務員宿舎跡地に決定した地区計画においては、ペデストリアンデッキ（歩行者

専用道路。以下、「ペデ」）からの視点を重視し、ペデ沿いを中心に緑地帯を設置してい

るため、緑地帯の設置等を制限している区域を中心に選定した。なお、経年変化が確認

しやすいように、地番図を基に敷地境界を撮影地点とした。 

① 吾妻三丁目地内（吾妻第一地区周辺） 

② 竹園三丁目地内（竹園第二地区周辺） 

③ 並木四丁目地内（並木第三地区周辺） 

④ 松代五丁目地内（松代第一地区周辺） 

 

(2)  調査日時等 

ア 令和３年度調査 

 令和３年（2021年）５月 18日（火）13：40～14：20 晴れ 

５月 31日（月）14：00～15：30 晴れ時々曇り 

 

イ 令和４年度調査 

令和４年（2022年）６月７日（火） ８：30～10：00 曇り 

６月９日（木） 13：00～14：00 晴れ 

６月 10日（金）10：30～11：30 晴れ 
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(3)  調査方法 

ア 使用した機材 

AI緑視率調査プログラム（国土技術精査策総合研究所提供） 

カメラ（R3:DSC-W810（SONY）、R4:KODAK PIXPRO FZ43。）、三脚、メジャー 

 

イ 撮影基準 

  歩行者の視点での緑視率を調査するため、下記のように撮影条件を設定した。 

・レンズの水平位置は調査したい緑地帯に接する道路の歩道等部分の中心とする。

なお、歩道に緑地帯等が設置されている場合は、有効幅員の道路中心とする。 

・レンズの垂直位置は地盤面から約 150cmの高さとする。 

 

ウ 撮影方法 

・カメラはズームなし 

・三脚を用いて約 150cmの高さにレンズを固定 

・道路の傾きの影響はカメラの角度を目分量で水平にして調整 

・原則２人１組で周辺の交通状況を確認しながら撮影を行う。 

 

エ 分析方法 

    ・AI緑視率調査プログラムにより、撮影した写真から緑地部分（緑色）と非緑地部

分（黒色）に分かれた画像データを出力する。撮影した写真と出力した画像デー

タを比較し、計測対象となる宅地側の緑地部分を Photoshop により抽出し割合を

算出、緑視率とする。なお、緑視率算出の際は可能な範囲で異常な箇所（窓、壁で

の認識箇所等）を除去する。 

    ・地区毎の緑視率の傾向や周辺の状況等をまとめる。（緑視率だけでなく歩道の幅員

や地区計画上のみどりに関する制限等の影響を与える要因も記載し、絶対値だけ

では比較しない。） 

 

３ 結果 

 (1) 令和３年度調査 

ア 緑視率について 

・４地区のうち３地区で平均値が 17％以上であった。（H17 の国土交通省調査では

一般的に緑視率 25％以上で緑が多いと感じると言われているが、R3 の被験者実

験では 17％以上で緑が多いと感じ始めるとされている。） 

・歩道の中心で撮影しているため、比較的歩道幅が広い吾妻地区、並木地区では、

画角の中に緑地が占める範囲が相対的に低くなった。 

・雑草や樹高の高い樹木が手前にあることによって数値が高くなっている場合など

があるため、必ずしも数値が大きい地点が最も緑が多いと感じる訳ではなかった。

（←R3担当者主観） 

 

イ AI緑視率調査プログラムについて 

・天候に関係なくおおよそ実際の緑（樹木、草花）が緑と認識された。 

・赤い葉の樹木は晴天時は認識されるが、曇天時は認識されなかった。（図１） 
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・白い木の肌が緑と評価されにくかった。（図２） 

・茶色い芝の部分が評価されないことがあった。（図３） 

・窓に映った緑が評価されてしまった。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１         図２         図３         図４ 

 

 

(2) 令和４年度調査 

ア 緑視率について 

・すべての地区で平均値が 17％以上であった。 

・１年での木々の成長（２～３週間程度撮影時期の違い含む）による緑視率への影

響は概ね５％程度であった（図５（吾妻地区の例））。 

・維持管理を目的とした樹木の剪定や雑草の除去による減少は、約 10％程度の変化

があるが、手入れされた緑地としての良い印象を受け、緑地の量だけでなく形状

（樹形、樹高、手入れの有無）によるところも大きいと考えられる（←竹園地区、

並木地区に対する R4担当者主観）（図６（竹園地区の例））。 

・剪定等による影響を考慮するのであれば、地区ごとの比較・評価等に際しては、

年度単位での結果の比較よりもある程度の幅（例えば５年）を持った期間での比

較が望ましく、データの蓄積が必要となると考えられる。 

 

イ AI緑視率調査プログラムについて 

・傾向・課題については昨年度と概ね変わりなし 

・擁壁下の雑草も緑地として計測されてしまうことがある（図７）。 

図５       図６            図７     

 
(6.39％減※) (4.23%増) 

図１       図２         図３        図４ 

 

R3 

R4 

※剪定でより良好となった印象 
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表１ 緑視率等の地区別比較について 

 
吾妻 竹園 並木 

松代 

東向き 西向き 

撮影年度 R3 R4 増減 R3 R4 増減 R3 R4 増減 R3 R4 増減 R3 R4 増減 

緑

視

率 

平均 14.55％ 17.54％ 2.99% 28.11％ 31.50％ 3.4% 26.43％ 21.48％ ▲4.95% 20.34％ 20.14％ ▲0.20% 26.48％ 24.68％ ▲1.80% 

中央値 13.66％ 16.81％ 3.15% 26.92％ 31.82％ 4.9% 26.72％ 20.50％ ▲6.22％ 22.05％ 21.55％ ▲0.50% 26.20％ 23.92％ ▲2.28％ 

最大値 19.71％ 27.44％ 7.73% 39.96％ 39.15％ ▲0.81% 34.44％ 27.74％ ▲6.70％ 23.43％ 24.43％ 1.00% 32.43％ 28.71％ ▲3.72% 

最小値 7.40％ 5.50％ ▲1.90% 20.39％ 24.23％ 3.84％ 17.17％ 14.85％ ▲2.32％ 13.41％ 11.19％ ▲2.22% 20.36％ 21.87％ 1.51% 

撮影地点数 22箇所 11箇所 10箇所 ６箇所 ６箇所 

歩道幅員 8.0～2.7ｍ 2.0～2.5ｍ 2.5～5.2～8.0ｍ 2.0ｍ 

地

区

計

画 

緑化率 20％ 20％ 10％ 10％ 

緑地帯 道路境界線から幅２ｍ なし 道路境界線から幅員２ｍ 道路境界線から幅員１ｍ 

周辺状況等 
東街区は平成 28年、西街区

は令和２年頃整備 

平成 26年頃整備 

写真奥側に中学校（緑地な

し） 

平成 27年頃整備 
南側：平成 30年頃整備 

北側に公務員宿舎 

備考 ― 一部剪定 植樹桝下草除去・一部剪定 ― 
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４ 考察 

(1)  今後の展開 

・緑視率は人間の視覚に近いものであるため、緑化率による評価に比べ、歩行者の心理

的なうるおい感や安らぎ感に寄り添った指標となりうることから、街路空間の魅力向

上やウォーカブルなまちづくりの推進はじめ、緑の潤いのある景観の創出等を目的と

した現状把握や目標値の設定、効果の検証に活用の余地があると考えられる。 

・地区計画においては、地区ごとに緑化施設の形態にかかる制限内容（緑地帯の有無、

緑地帯の幅、透視可能フェンスに沿った道路側への植栽、透視可能フェンスに沿った

植栽）に差異があることから、制限の有効性を検証するためより多くの地区について

も検証する必要がある。 

・今後も継続して毎年同時期（５～６月）に撮影し、現況及び経年変化の把握を長期間

にわたり実施することが望ましい（開発前、開発直後、開発から５年後など）。 

・AI 緑視率調査プログラムでどこまで対応可能かは別として、緑量の大小のみでなく、

緑の形・密度等、質的な評価もできると歩行空間の魅力向上にもつなげることができ

ると考えられる。 

 

(2) AI緑視率調査プログラムについて 

 ・緑地の定量における正確性向上のためには、開発者（国土技術政策総合研究所 都市

開発研究室 大橋氏）に適宜フィードバックを行いつつ、AIの学習等機能向上に向け

連携を図る必要がある。 

  ・地区における緑地の正確な評価のためには長期にわたりデータの蓄積等を続ける必要

があることから、今後も AI緑視率調査プログラムを活用し、地区の評価に役立ててい

くことが望ましい。 

 

５ 参考資料 

 (1) R3国総研プレスリリース 

   「都市の緑視率を AIで瞬時に計測」～AIを利用した緑視率調査プログラムの開発・公

開について～ 
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様式第１号 

会 議 録 

会議の名称 令和５年度第２回つくば市景観審議会 

開催日時 令和６年(2024年)３月 11日（月）開会 10時 閉会 12時 

開催場所 つくば市役所 ２階 会議室 204 

事務局（担当課） 都市計画部都市計画課 

出 

席 

者 

委員 横張真、藤川昌樹、野中勝利、山本早里、上野弥智代、 

藤間明美、嶋田健吾 

事務局 

 

都市計画部 大里部長、根本次長 

都市計画課 中山課長、殿岡課長補佐、神立係長、溝口主査、 

横田（直）主事、横田（智）主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 

 

 

諮問事項 

 ① つくば市屋外広告物条例第 12 条第１項に基づく許可

について（トナリエクレオにおける屋外広告物の設置） 

 ② つくば市屋外広告物条例第 12 条第１項に基づく許可

について（デイズタウンにおける屋外広告物の設置） 

 ③ つくば市屋外広告物条例第 12 条第１項に基づく許可

について（イーアスつくばにおける屋外広告物の設置） 

報告事項 

① 特例の許可を受けた屋外広告物の表示の変更について         

  （承認基準に基づく許可の報告） 

② 景観法に基づく景観協定の認可及び今後の対応方針に

ついて 

会議録署名人 野中委員、藤間委員 確定年月日 令和６年（2024年)５月９日 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 委嘱状の交付 

３ 会長の選出及び職務代理者の指名 

４ 議事 

５ その他 

６ 閉会 
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４ 議事 

諮問事項① つくば市屋外広告物条例第 12条第１項に基づく許可について 

（トナリエクレオにおける屋外広告物の設置） 

(i) 事務局説明 

    配布資料に基づき説明 

(ⅱ) 質疑応答 

 

○会長 

１件ずつ、ご質問等をお受けして、その後採決という形で進めさせていただ

きます。まず、１件目のトナリエクレオについてはいかがでしょうか。 

○委員 

反対するものではないですが、下の部分との整合性というか、なぜ内照式に

されたかとか、夜の景観について気になるのですが、いかがでしょうか。 

○事務局 

この広告物は、以前、旧ライトオンのビルに入居していた際に設置していた

ものをそのまま使用するという形になっています。 

〇会長 

他の広告物との統一性という観点で少し問題が生じるのではなかろうかとい

う懸念なのですが、その点に関してはいかがでしょうか。 

○事務局 

オートリブについては、６階のフロアを貸し切って、会社の支店として入居

しており、他の商業テナントと区別する意味も含めて、箱文字での設置となっ

ています。 

○委員 

そのお話もわからなくはないので、もう一度お聞きしますが、夜の景観とし

ては、下の６個の広告物は外照式でしょうか。 

○事務局 

照明について外照式かどうか確認がとれておりません。 
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○委員 

建築学会とか照明学会とかでも夜の景観というのも賑わいの点で重要という

話をしています。そういった点も今後配慮していけるようになったらいいなと

思いますので、よろしくお願いします。 

○事務局 

ご指摘いただいたことについては、広告物以外の照明も出てくるかと思いま

すので、事業者に確認をとりまして、夜の景観や照明といったところにも配慮

するよう事業者に伝えていきたいと思います。 

○会長 

よろしくお願いします。ご指摘いただいた点については、事務局の方で確認

していただき、適宜ご指導等をお願いするということを条件にしまして、異議

がないかお諮りしたいと思いますがいかがでしょうか。 

[異議なし] 

○会長  

ありがとうございます。では、そのようにさせていただきたいと存じます。 

 

諮問事項② つくば市屋外広告物条例第 12条第１項に基づく許可について 

（デイズタウンにおける屋外広告物の設置） 

(i) 事務局説明 

    配布資料に基づき説明 

(ⅱ) 質疑応答 

 

○会長 

２件目のデイズタウンについてはいかがでしょうか。特にご質問はないよう

なのでお諮りしますが、異議なしということでよろしいでしょうか。 

[異議なし] 

○会長 

ありがとうございます。 
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諮問事項③ つくば市屋外広告物条例第 12条第１項に基づく許可について 

（イーアスつくばにおける屋外広告物の設置） 

(i) 事務局説明 

    配布資料に基づき説明 

(ⅱ) 質疑応答 

 

○会長 

３件目のイーアスつくばについてはいかがでしょうか。 

○委員 

隠れてしまう広告物のカスミや野村證券は箱文字ですが、今回の広告物は、

字色を入れて、長方形の色の内に中に抜き文字で入っています。今回は一時的

なので仕方がないと思うのですが、板の状態で OKだったので既設のところも変

えていいとならないようにお願いしたいと思います。 

○事務局 

壁面にある既設の広告物につきましては、当初、可能な限り箱文字で許可を

受けている経緯があります。今回の内容を受けて、何でもいいとならないよう

に、事業者には改めて指導していきたいと思います。 

○委員 

よろしくお願いします。 

○会長 

もし可能であれば、他も箱文字に協力をいただくといったご指導も含めてお

願いした方がよいと思います。 

○委員 

期間としてはどのくらいを予定しているのでしょうか。 

○事務局 

工事期間の７月末まで、約５ヶ月の設置期間となります。 

○委員 
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幕で隠れてしまう広告物は、どこからでも見えなくなるのですか。ロゴが違

うと、別の店舗が入っているように見えてしまうのですが、完全に見えなくな

るということでよろしいですか。 

○事務局 

今回の広告物は、既設の広告物と同じ位置に足場の幕に設置しますので、見

えなくなります。 

○会長 

他にご意見等がないようでしたらお諮りしますが、既存の広告物について、

箱文字に変えていただくといったご指導をお願いするということを条件とし

て、異議なしということでよろしいでしょうか。 

[異議なし] 

○会長 

ありがとうございます。その旨よろしくお願いしたいと存じます。 

 

報告事項① 特例の許可を受けた屋外広告物の表示の変更について 
      （承認基準に基づく許可の報告） 

(i) 事務局説明 

    配布資料に基づき説明 

(ⅱ) 質疑応答 

 

○会長 

ご質問等ございましたらお受けしたいと思いますがいかがでしょうか。 

○委員 

つくば市で決められているかどうかわからないですが、時間の表記は、24時

間表記、12時間表記、統一されているのでしょうか。 

○事務局 

時間の表記について、どちらに統一するといったルールは設けておりません。 

○委員 
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夜 11 時まで営業と書いている上に 23 時と書いてあり、非常にややこしいな

と思ったので、表記を統一するという方向性は何かありますか。 

○事務局 

ユニバーサルデザインの関係もあるかと思いますが、表記の統一というのは、

必要性があるとは思いますので、ご意見として受けとめさせていただきます。 

○委員 

よろしくお願いします。トナリエキュートの広告物で、何も掲載していない

と寂れているようにしか見えないので、何かご指導いただければと思います。

何か違うものを掲載するとか、何もないと寂しいという感覚なのですが、この

あたりはどうでしょうか。 

○事務局 

なるべく早くデザインを決めて申請すると事業者からは聞いています。 

○委員 

⑪の野立広告について、ペンキが剥げていて、景観としてよろしくないと思

うので、指導よろしくお願いします。 

○事務局 

剥げている部分については、事業者に指導してまいります。 

○委員 

よろしくお願いします。 

○委員 

季節限定のポスターみたいなものは、野立広告には向かないだろうというご

意見、全くその通りだと思います。一方で、お店や施設の側からすると、どこ

かで表示したいという希望があるのも当然かなという気はします。 

○事務局 

季節の広告物については、施設の内部に移設するなど検討していると事業者

から伺っています。内部になってくると、屋外広告物から外れますので、比較

的入れ替わりが激しいものに関しては、特例によらない方向になります。 

○委員 
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大変協力的だと思ったのですが、この先そういう事業者ばかりではなくなる

可能性もあるかなという気もするので、少し考えておいた方がいい気がします。 

○会長 

一般論として、広告はなるべく少ない方がすっきりしていて景観的に望まし

いという側面と、ある程度広告が出ている方が活気があり賑わっているという

側面、両方あると思います。それから、最近は皆さん携帯端末を持っているの

で、実広告ではなくて QRコードだけでいいのではないかという指摘もある一方

で、街中 QRコードだけでいいのかという話もあります。こうした屋外の広告を

めぐって、学会等ではどのような議論がなされているのでしょうか。 

○委員 

夜も昼もありますが、賑わいを大事にしなきゃいけない場所と、落ち着いた

雰囲気にしなくちゃいけない場所と、その両方が必要だということは、学会等

でも話題になっています。季節ものの意見は私が申し上げましたが、別のデザ

インが入るものと思っていて、無くなってしまうとは思わなくて、こうなって

しまい残念ではあります。当然、商業が活発であることは、商業地域に求めら

れるので、ぜひ望ましい形の広告を入れていただきたいと思います。それから

夜の景観について、内照式と外照式が混ざっていることがよろしくないと思っ

ていて、内照式又は外照式で統一された形で賑わいを創出させる方が商業施設

として望ましいと思います。 

○会長 

研究学園都市は、商業施設であったとしても、他の駅前とは違って、いろい

ろ広告が氾濫していないところがアイデンティティであると思います。それは

昔からいる住民だから余計そう思うのかもしれませんし、最近移ってこられた

方が必ずしもそういう感覚ではないのかもしれませんが、賑わいの創出のあり

方等をどうあるべきか、少し考えていく必要もあるのかなと思います。 

○委員 

景観法ができて 20年経ち、屋外広告物法の改正があって、広告物活用地区が

認められていて、金沢などでは地区を導入して、繁華街では広告物何でもオッ
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ケーというスタンスになっているが、つくばで導入できる場所があるかという

と、そういうところはないと思います。一方で、季節感の話がありましたが、

時期ごとに景観が変化する、季節感を味わうというのはあってもいいのかなと

思います。デザインとして FIX するのではなく、季節ごとにある程度変わると

いうようなニュートラルな場所があってもいいのかなと思います。外照や内照

を含めた照明に関して、トナリエキュートの内側から明かりを灯すというのは、

かなり都市的な要素、都市的な景観を醸し出すという意味では成功したと思っ

ています。BiViもある程度明かりを灯すようなものになれば、センターもかな

り印象が変わってくるという感じがしています。 

○会長 

今出ました様々なご意見につきましては、行政の方としてもご配慮いただけ

ればと思います。 

 

報告事項② 景観法に基づく景観協定の認可及び今後の対応方針について 

(i) 事務局説明 

    配布資料に基づき説明 

(ⅱ) 質疑応答 

 

○会長 

別紙２は詳細に全体像をまとめてあり、大変貴重な資料になっていると思い

ます。ぜひ様々な議論をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員 

樹木の選定について、申請者側で決めたものに対して、なんでもいいという

わけではなく、この樹種であればいいなど何か参考になるガイドラインなどは

あるのでしょうか。いろいろ選ばれていますが、これが果たして景観協定で定

めるのにふさわしい樹木なのかどうか伺いたい。また、駐車場を１台以上設け

ることに対して何か改善策はできたのでしょうか。 

○事務局 
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樹種のガイドラインですが、特に市の方では設けておりません。協定で樹種

を定めた場合、樹種を変更したい場合は協定の変更という手続きが出てくるの

で、その手続きの負担を軽減するといった意味もあり、樹種までは指定してい

ないものもあります。樹種については、区会や管理組合の規約で定めている事

例も見受けられます。また、駐車場の 1 台目については、別紙３の確認書の中

で、協定項目を定めたときに、それはどういう効果があるのか記載していただ

くことになります。今回の場合ですと、1 台目を定めることで緑化の位置を指

定しやすくなるといったメリットがあり、位置を定めることが景観に直結とい

うことではないですが、他の項目に対して間接的に繋がっています。 

○会長 

樹種に関して、もちろん外来種よりは在来種の方がよくて、園芸品種を用い

る場合でも侵略性がないものにするなど、そういう基本的な考え方は前提とし

てあります。住宅地内に関する植栽に関しては、管理の問題がすごく大きいと

思います。例を言いますと、桜は春先に花が非常に美しくて、桜並木というと

皆さんとても喜ばれるので、よく用いられる種の一つかもしれませんが、害虫

がつきやすく、相当に農薬の散布が必要になり、毛虫が落ちてくるので住民か

ら反対を受けやすい。それから、成長が早くかなり樹幹が広がるので、面積を

確保せずに植えてしまうと、あっという間に住宅などと干渉してしまい、結果

的に害虫は着く、枝は張ってしまうので伐採してしまおうと、そういう末路を

たどるケースが結構多いです。どういう管理をどれくらい継続的にできるのか、

そもそも樹種に見合っただけのスペースを確保しているのか、そういったとこ

ろとの兼ね合いの中で、樹種を選定する必要性があると思います。事例集を作

成していく中で、事業者あるいは住民が参照して、こういう上手い事例がある

んだなと、そういうものを示してあげるのも一つの方法としては有効だと思い

ます。良いものについては、グッドプラクティスとして、事例集に載せるとと

もに、表彰なども含めて考えていただくのがいいと思います 

○事務局 
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景観協定に関しましては、前回いろいろ意見をいただいたおかげで分析する

ことができました。市としては、良い協定の内容にしてもらうのもそうですが、

住民が適切に活用していけるように、運営といったところに関して追跡調査を

していきまして、ブラッシュアップしていければと思います。 

○会長 

先生方がいらっしゃるので、もし興味がある学生がいましたら、少なくとも

卒論は容易にできてしまう話なので、ぜひご指導いただければと思います。 

○委員 

分析資料すごく面白く、拝見しました。別紙２の網掛けは何でしょうか。 

○事務局 

１人協定以外のものをグレーで網掛けしています。 

○委員 

対応方針もまとめていただいて、こういう形でアクションが出てきたことは、

大変喜ばしいことだと思いますが、以下のいずれかを１つ以上設けていること、

非常にゆるいなという感じがしました。地区の景観ということで考えた時、工

作物も屋外広告物も非常に重要な部分で、分析資料を見ても、ほとんどのとこ

ろが定めている。１つ１つの項目に大変良い内容が盛り込まれていくのであれ

ばいいと思うのですが、広告物の観点だけで横断的に見たときに、条件が緩く

なっているように見えました。例えば、初期の方ですとセットバックがあるの

ですが、最近のものは無い。門塀に関してはセットバックが規定されているの

に、なぜ広告物はセットバックが無いのだろうという素朴な疑問です。中身の

方の精査もより濃くお願いしたいと思います。 

○事務局 

法律上は必要な項目を選ぶということになっていますが、今回の対応方針で

少し基準を強化しました。しかし、この対応方針を決めて、１件暫定的に審査

しただけではありますので、改善点とか見つかれば、その都度ブラッシュアッ

プしていき、事例集や表彰制度などいろいろありますので、うまく考えていき

ながら進めていければと思います。 
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○委員 

事例集については、すごく後世に引き継いでいくので大変有効になると思い

ますし、つくば市がそういう見本を見せれば、全国の自治体もこれいいねとい

うことで、活用していける材料にもなると思うので、仕事は増えると思います

けど、ぜひ検討していただければと思います。 

○会長 

ぜひ後世に引き継いでいただけるような事例集をまとめていただけるといい

なと思います。ちなみに、土地の価格について、景観協定がかかっていないと

ころと比較したときに、どれくらい違うものなのか、それとも違わないのか、

見ることはできますか。 

○事務局 

見ることができるかどうか内部で確認してみます。 

○会長 

少々高くても、こういうところがいいと言って移り住んでこられる方をター

ゲットとして開発しようとディベロッパー側は考えていると思います。それが

思惑通りになっているのか、そのあたりも知りたいと思います。グリーンフィ

ールド島名、すごく面白そうだなと思っていて、現地に行ってみたいと思うの

ですが、周囲と比べてどれくらい価格的に違うのか、知りたいところです。 

○委員 

住民のヒアリングの際、事業者から詳細な説明を受けていないとありますが、

重要事項説明の中に景観協定は含まれていると思います。説明されていないの

は、そもそも問題なのかなという感じがします。土地を買って住む人たちは、

全員が認識していなければいけない、そういう前提にあるものだと思います。

また、別紙２のように詳細に比較表を作っていただいてありがとうございます。

気になったのは、景観協定の期間になりますが、10 年、15 年、25 年とそれぞ

れによって違いがあるので、できれば表に示していただきたいと思います。そ

れと、認可日に関して一番古いのが平成 21 年で、協定期間が 15 年なので、そ

ろそろ更新という感じなのですが、２番目の方は、認可が平成 25 年で協定期間
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10 年となっていて、もう 10 年が過ぎているので、もしかしたら協定期間の終

了にかかっているのではないかと思います。協定は更新していただきたいとい

うのは皆さん思うところなので、協定期間が更新されるのかどうかは注視して

いただきたいという意味では、表の中に認可日と効力を発揮した日、協定期間

を示していただくと、一覧として確認するのにはいいのかなと思いました。最

後に、市と運営委員会は繋がっていた方がいいとありますが、全て市が対応す

るのは大変なことでもあるので、運営委員会同士の連絡会みたいな形で、お互

いどうしているのかとか、悩みとか、あるいは、こういうことをやっていると

か、そういうのを話し合う意見交換の場を市が最初のうちはセットしてあげて、

ゆくゆくは運営委員会の委員長同士でお互いの連絡会の責任者を決めて、毎年

1 回でも話し合っていけるような場を設けるなど、そういう仕掛け方もあるの

かなと思いました。 

○事務局 

詳細な説明を受けていないという点については、景観協定があることは説明

を受けていたが、運営委員会の設立、手続きや審査など、景観協定の運営に関

して細かいところまで説明が無かったという内容になります。いろいろ事業者

から説明は受けているとは思いますが、今回の意見を踏まえて、別紙３の確認

書において、事業者の役割として、協定の周知だけではなくて、運営委員会の

設立までどのように説明してサポートしていくのか、認可の段階から事業者に

理解していただくような形で指導できればと思い、この様式を定めました。ま

た、比較表については、情報を追加して、今後の分析に役立てていきたいと思

います。協定の有効期間は、法律上、５年から 30年の間で設定することになっ

ていますが、つくば市の景観協定については、廃止の合意がなければ引き続き

同じ期間で更新するという内容になっていますので、有効期間が過ぎたから自

動で廃止されることはありません。最後の運営委員会同士の連絡会について、

大変貴重な意見ありがとうございます。住民主体のまちづくりというものの中

に景観協定はありますが、全てに市が介入するわけではなく、自立の仕方に介
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入する貴重な意見であったため、協定の運営に関して、そういった視点で何か

仕掛けができないか参考にさせていただきます。 

○委員 

実際申請があって、３年後とか５年後とかに、きちんとやっているかチェッ

クはされていますか。 

○事務局 

今回のヒアリングを受けて、一部の事業者ではありますが、運営委員会の設

立を把握していない事例がありました。良い協定であったとしても、それが使

われていないことは問題だと思いますので、今回の分析を踏まえて、様式も新

たに作りましたので、きちんと運営できているか、今後市としても確認をして

いく形になります。 

○会長 

ネガティブチェックとして、言ったことをやっているかというのと、ポジテ

ィブチェックとして、すごく上手くいっているということも併せて、追跡調査

していただきたい。その結果として、本当に良いものについては、賞を上げる

など、そっちの方に持っていくこともぜひ検討していただきたいと思います。 

○事務局 

良い景観協定を住民の皆さんがうまく使ってまちづくりを行っていけるよ

う、全国で景観協定の認可が多いのはありがたいことなので、上手く活用して

いるところを調査して、それを他の運営委員会にもフィードバックをして進め

ていければと思います。 

○委員 

委員の方々のご意見本当にその通りだなと思っていて、全国的にもつくば市

の景観協定の多さは注目されていると思いますので、こんな活動をしている、

こんな感じの良い景観が作られているなど、ぜひホームページ等でアピールし

ていただければと思います。 

○事務局 

そういったことも含めてうまく進めていきたいと思います。 
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○委員 

確認書を作っていただくことで、あまり意味の無さそうな協定は認可される

ことはないのかなという気はするのですが、何かこの審議会で内容を確認する

ようなステップがあると、より良いのではないかなと思うのですが、制度的に

難しいでしょうか。 

○事務局 

うまくチェックできるような仕組みについては、少し考えてみます。 

○委員 

デイズタウンの看板のように細かいお店が変化したことについて、毎回チェ

ックしなければいけないのだろうかという気もします。それに比べると、10年

20年単位で縛るようなものが、審議会を経ずに認可されていくというのが、ど

うなのかなと思ったので申し上げた次第です。 

○会長 

景観協定では無いですが、他の自治体で関わっている例で、事業者と委員会

の委員が年に１回、協議するということをやっています。この 1 年間どういう

ことをしたか事業者から報告していただき、それに対して、こういうことはい

いですね、こういうことはもう少し頑張ってくれませんかみたいなことを懇談

している例がありますので、どういう立て付けにするかという問題はあります

が、少なくとも事業者と懇談する機会を市側で設定していただくことは、制度

上問題無くできると思います。 

○事務局 

運営委員会の状況をよく把握させていただきまして、運営委員会同士の意見

交換、それと審議会での意見交換なども踏まえて、今後検討していきたいと思

っていますので、その時はぜひよろしくお願いします。 

○会長 

決して市の仕事の邪魔をするつもりは全くないので、一人協定が出てきた時

に、市から発言しにくいことであれば、事業者に来ていただいて、我々の立場
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として申し上げることが可能であるとすれば、そういった機会を設けていただ

くといったこともあってもいいのかもしれないと思います。 

○委員 

建物には色や高さしか規定できないということもあって、本当に魅力的な景

観なのだろうか、果たしてこれでいいのだろうか、地域振興に繋がっていない

まちづくりだと思ってしまう。地域の木材を使って地域の職人が活かせるよう

なまちづくりをする人が現れたらいいなと思うのですが、市としても思い切っ

て推進するような、つくばならではの魅力的なまちづくり、もう少し長期を見

据えたまちづくりがあったらいいなと思います。 

○会長 

先ほどグッドプラクティスの話をしましたが、こういうビジネスモデルがあ

り得るというのをいかに示していくのかがポイントだと思います。つくば市と

しても人口を維持、産業を維持していくとなると、他のところを虫食いしてい

くだけであって、それもまた安かろう悪かろうを作って 30 年もたないとなる

と、それを繰り返して本当にいいのかという話が必ず残ると思います。このあ

たりに対して、市としてトップランナーの役割だと思っています。 

○委員 

つくばセンターところで大和ハウスが開発していますが、どのような建物が

できるのか把握はされていますか。 

○事務局 

事務所と飲食店が入る予定になっています。 

○委員 

デザイン的な側面で、TXから上がってきて地上に出て見渡したときに、一番

わかりやすい、すごく大事な場所だと思うので、品格やシビックプライドなど

いろいろ言われていますけど、例えば、建物の外壁含めてこの場所では景観的

な側面からこういうことにした方がいいのではないかというような、事業者と

対話する場をセッティングしていただけるといいのかなと思いますので、ぜひ

検討していただければと思います。 
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○事務局 

基本的には大和ハウスの事務所と貸しテナントビルができる予定になってい

て、詳細な図面がどこまで来ているかわかりませんが、少し情報があれば、メ

ールなどでお示しできればと思います。 

○会長 

ぜひお願いします。市の方にはいろいろ宿題をお願いしてしまった結果にな

りますが、このまちを少しでも良くしたい、景観という側面から良くしたいと

言う思いで申し上げているので、我々もできる限り協力をしますので、ぜひ検

討していただければと思います。 

以 上 

 



 

令和５年度第２回つくば市景観審議会 次第 

 

                日時：令和６年(2024年)３月 11日（月）午前 10時～ 

                場所：つくば市役所本庁舎 ２階 会議室 204 

 

１ 開会 

 

２ 委嘱状の交付 

 

３ 会長の選出及び職務代理者の指名 

 

４ 議事 

 (1) 諮問事項 

  ① 「５景観審諮問第１号」                  【資料 No.１】 

  つくば市屋外広告物条例第 12条第１項に基づく許可について 

    （トナリエクレオにおける屋外広告物の設置） 

② 「５景観審諮問第２号」                  【資料 No.２】 

  つくば市屋外広告物条例第 12条第１項に基づく許可について 

    （デイズタウンにおける屋外広告物の設置） 

③ 「５景観審諮問第３号」                  【資料 No.３】 

  つくば市屋外広告物条例第 12条第１項に基づく許可について 

    （イーアスつくばにおける屋外広告物の設置） 

 

 

 (2) 報告事項 

  ① 特例の許可を受けた屋外広告物の表示の変更について    【資料 No.４】 

    （承認基準に基づく許可の報告）   

  ② 景観法に基づく景観協定の認可及び今後の対応方針について 【資料 No.５】 

 

５ その他 

 

６ 閉会 



                                      

                               資料 No.１ 

- 1 - 

 

諮問事項① 

つくば市屋外広告物条例第 12 条第１項に基づく許可について 

（トナリエクレオにおける屋外広告物の設置） 

 

１ 申請の概要 

本申請は、つくば市屋外広告物条例に基づく特例許可を受けているトナリエク

レオにおいて、建築物利用広告１枚について表示等の許可を求めるものです。 

 

２ 申請者 

株式会社日本エスコン 
 

３ 表示場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 現許可の内容 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 １ 11.84 ㎡ 

建築物利用広告 47 153.38 ㎡ 

広告幕 30 18.00 ㎡ 

合計 78 183.22 ㎡ 
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５ 申請の内容 

(1) 設置場所 

立面図（東側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 今回申請の広告物 

   数量：１ 表示面積：13.97 ㎡  

構造：箱文字 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置場所 

設置場所 
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(4) 設置イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 許可後の内容 

  現許可から数量１増加、表示面積 13.97 ㎡増加となります。 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 １ 11.84 ㎡ 

建築物利用広告 48 167.35 ㎡ 

広告幕 30 18.00 ㎡ 

合計 79 197.19 ㎡ 

 



                                      

                               資料 No.２ 
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諮問事項② 

つくば市屋外広告物条例第 12 条第１項に基づく許可について 

（デイズタウンにおける屋外広告物の設置） 

 

１ 申請の概要 

本申請は、つくば市屋外広告物条例に基づく特例許可を受けているデイズタウ

ンにおいて、建築物利用広告１枚について表示等の許可を求めるものです。 

 

２ 申請者 

広沢土地倉庫株式会社 
 

３ 表示場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 現許可の内容 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 20 172.66 ㎡ 

建築物利用広告 40 214.71 ㎡ 

置広告 1 3.2 ㎡ 

合計 61 390.57 ㎡ 

 



                                      

                               資料 No.２ 
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５ 申請の内容 

(1) 設置場所 

立面図（南側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 今回申請の広告物 

   数量：１ 表示面積：4.00 ㎡  

構造：アルミ複合板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置場所 

設置場所 
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(4) 設置イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 許可後の内容 

  現許可から数量１増加、表示面積 4.00 ㎡増加となります。 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 20 172.66 ㎡ 

建築物利用広告 41 218.71 ㎡ 

置広告 1 3.2 ㎡ 

合計 62 394.57 ㎡ 

 



                                      

                               資料 No.３ 
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諮問事項③ 

つくば市屋外広告物条例第 12 条第１項に基づく許可について 

（イーアスつくばにおける屋外広告物の設置） 

 

１ 申請の概要 

本申請は、つくば市屋外広告物条例に基づく特例許可を受けているイーアスつ

くばにおいて、広告幕４枚について表示等の許可を求めるものです。 

 

２ 申請者 

大和ハウス工業株式会社 
 

３ 表示場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 現許可の内容 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 6 94.87 ㎡ 

建築物利用広告 44 141.83 ㎡ 

合計 50 236.7 ㎡ 

 

 



                                      

                               資料 No.３ 
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５ 申請の内容 

(1) 設置場所 

立面図（南側：研究学園駅側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 今回申請の広告物 

   数量：４ 表示面積の合計：36.72 ㎡（9.18 ㎡／枚） 

構造：ターポリン幕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足場によって隠れてしまう広告物 

5,
15,1

00
 

1,800 1,800 1,800 1,800 
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(4) 設置イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 許可後の内容 

  現許可から数量４増加、表示面積 36.72 ㎡増加となります。 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 6 94.87 ㎡ 

建築物利用広告 44 141.83 ㎡ 

広告幕 4 36.72 ㎡ 

合計 54 273.42 ㎡ 

 



                                      

                               資料 No.４ 
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報告事項① 

特例の許可を受けた屋外広告物の表示の変更について 

（承認基準に基づく許可の報告） 

 

１ 概要 

特例の許可を受けているトナリエキュート、トナリエクレオ、デイズタウン、

イーアスつくば、バス停上屋添加広告物において、「特例の許可を受けた屋外広告

物の表示の変更等に係る許可の取扱いについての承認基準」に基づき許可しまし

たので、変更内容を報告するものです。 

 

２ トナリエキュートの変更内容 

(1) 表示場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 許可の内容（許可日：令和５年 11月 30日時点） 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 13 32.8㎡ 

建築物利用広告 51 170.71㎡ 

広告幕 18 10.8㎡ 

合計 82 214.31㎡ 

 ※許可前と許可後において、数量及び表示面積の変更はなし。 
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(3) 変更した広告物の設置位置 

 

（１階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２階） 
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(4) 変更内容 

① 建築物利用広告（ １階 ） 

（現況写真） 

表示面積 1.00 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 営業内容の意匠変更 

 

② 野立広告（ １階 ） 

（現況写真） 

表示面積 3.81 ㎡（1.27 ㎡×３面） 
（変更前） 

変更内容 営業内容の意匠変更 

※許可は受けたが未設置 
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③ 野立広告（ １階 ） 

（現況写真） 

表示面積 3.04 ㎡（1.52 ㎡×２面） 
（変更前） 

変更内容 営業内容の意匠変更 

 

④ 野立広告（ １階 ） 

（現況写真） 

表面                   裏面 

 

 

 

 

 

 

表示面積 6.60 ㎡（3.30 ㎡×２面） 
（変更前） 

変更内容 営業内容の意匠変更 

表面 裏面 

表面 裏面 

表面 裏面 

※許可は受けたが未設置 

※許可は受けたが未設置→ 
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⑤ 野立広告（ １階 ） 

（現況写真） 

表示面積 1.52 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 飲食店案内の意匠変更 

 

⑥ 野立広告（ ２階 ） 

（現況写真） 

表示面積 1.52 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
営業内容からフロア案内へ

の意匠変更 

 

拡大 全面 

※許可は受けたが未設置 
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⑦ 野立広告（ ２階 ） 

（現況写真） 

表示面積 1.52 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 飲食店案内の意匠変更 

 

⑧ 野立広告（ ２階 ） 

（現況写真） 

表示面積 1.52 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 飲食店案内の意匠変更 

 

拡大 全面 

拡大 全面 
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⑨ 野立広告（ ２階 ） 

（現況写真） 

表示面積 3.81 ㎡（1.27 ㎡×３面） 
（変更前） 

変更内容 
飲食店案内からフロア案内 

への意匠変更 

 

⑩ 野立広告（ ２階 ） 

（現況写真） 

表示面積 1.52 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 営業内容の意匠変更 

  

拡大 全面 
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⑪ 野立広告（ ２階 ） 

（現況写真） 

表示面積 1.52 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 営業内容の意匠変更 

 

⑫ 野立広告（ ２階 ） 

（現況写真） 

表示面積 1.52 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 飲食店案内の意匠変更 

拡大 全面 

※許可は受けたが未設置 
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３ トナリエクレオの変更内容 

(1) 表示場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 許可の内容（許可日：令和６年２月 19日時点） 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 １ 11.84㎡ 

建築物利用広告 47 153.38㎡ 

広告幕 30 18.00㎡ 

合計 78 183.22㎡ 

   ※許可前と許可後において、数量・表示面積の変更なし。 

 

  

表示場所 
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(3) 変更した広告物の設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 変更内容 

① 建築物利用広告 

（現況写真） 

 

表示面積 3.24 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
テナント入居に伴う意匠変

更 

① 

② 

拡大 

全面 
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② 野立広告 

（現況写真） 

  

表示面積 11.84 ㎡（5.92 ㎡×２面） 
（変更前） 

変更内容 
テナント入居に伴う意匠変

更 

 

  

拡大 
全面 
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４ デイズタウンの変更内容 

(1) 表示場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 許可の内容（許可日：令和５年 10月５日時点） 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 20 172.66㎡ 

建築物利用広告 40 214.71㎡ 

置広告 １ 3.2㎡ 

合計 61 390.57㎡ 

   ※許可前と許可後において、数量・表示面積の変更なし。 
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(3) 変更した広告物の設置位置 

 

 

(4) 変更内容 

① 建築物利用広告 

（現況写真） 

 

表示面積 18.82 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
テナント入替に伴う意匠変

更 
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② 建築物利用広告 

（現況写真） 

  

表示面積 18.15 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
テナント入替に伴う意匠変

更 

 

③ 建築物利用広告 

（現況写真） 

  

表示面積 5.76 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
テナント入替に伴う意匠変

更 
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④ 建築物利用広告 

（現況写真） 

  

表示面積 10.85 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
テナント入替に伴う意匠変

更 

 

⑤ 建築物利用広告 

（現況写真） 

  

表示面積 21.45 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
テナント入替に伴う意匠変

更 
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⑥ 野立広告 

（現況写真） 

  

表示面積 2.4 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
テナント入替に伴う意匠変

更 

 

⑦ 野立広告 

（現況写真） 

  

表示面積 7.5 ㎡（3.75 ㎡×２枚） 
（変更前） 

変更内容 
テナント入替に伴う意匠変

更 
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⑧ 野立広告 

（現況写真） 

  

表示面積 7.5 ㎡（3.75 ㎡×２枚） 
（変更前） 

変更内容 
テナント入替に伴う意匠変

更 

 

⑨ 野立広告 

（現況写真） 

  

表示面積 7.5 ㎡（3.75 ㎡×２枚） 
（変更前） 

変更内容 
テナント入替に伴う意匠変

更 
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⑩ 野立広告 

（現況写真） 

  

表示面積 16.58 ㎡（8.29 ㎡×２面） 
（変更前） 

変更内容 
テナント入替に伴う意匠変

更 

 

⑪ 野立広告 

（現況写真） 

  

表示面積 11.24 ㎡（5.62 ㎡×２面） 
（変更前） 

変更内容 
テナント入替に伴う意匠変

更 
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５ イーアスつくばの変更内容 

(1) 表示場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 許可の内容（許可日：令和５年 10月５日時点） 

広告物の種類 数量 表示面積 

野立広告 6 94.87㎡ 

建築物利用広告 44 141.83㎡ 

合計 50 236.7㎡ 

  ※許可前と許可後において、数量及び表示面積の変更はなし。 

  

表示場所 
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(3) 変更した広告物の設置位置 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 変更内容 

① 建築物利用広告 

（現況写真） 

  

表示面積 3.90 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 企業ロゴの意匠変更 

 

① 

② 

③ 

④ 
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② 建築物利用広告 

（現況写真） 

  

表示面積 3.90 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 企業ロゴの意匠変更 

 

③ 野立広告 

（現況写真） 

  

表示面積 34.50 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 企業ロゴの意匠変更 
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④ 野立広告 

（現況写真） 

  

表示面積 50.40 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 企業ロゴの意匠変更 
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６ バス停上屋添加広告物の変更内容 

(1) 表示場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2) 変更内容 

① (2)並木２丁目 / (4)物質・材料研究機構 / (6)竹園２丁目 / 

(8)気象研究所 / (9)洞峰公園（つくば方面）/  

(10)洞峰公園（ひたち野うしく方面）/ (11)二の宮中央 

 

（現況写真） 

 

表示面積 1.80 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
宅地建物取引業免許の 

登録番号変更に伴う意匠変更 

 

業登録番号以外の意匠

は変更なし 

業登録番号以外の意匠は変更なし 

変更前 

宅地建物取引業 茨城県知事(11)第 2559 号 

変更後 

宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第 10431 号 
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② (3)産総研つくば東事業所つくば研究支援センター入口 

（現況写真） 

 

表示面積 1.80 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
宅地建物取引業免許の 

登録番号変更に伴う意匠変更 

 

 ③ (5)千現１丁目 / (7)竹園１丁目 

（現況写真） 

 

表示面積 1.80 ㎡ 
（変更前） 

変更内容 
宅地建物取引業免許の 

登録番号変更に伴う意匠変更 

 

業登録番号以外の意匠は変更なし 

業登録番号以外の意匠は変更なし 

変更前 

宅地建物取引業 茨城県知事(11)第 2559 号 

変更後 

宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第 10431 号 

変更前 

宅地建物取引業 茨城県知事(11)第 2559 号 

変更後 

宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第 10431 号 
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報告事項② 

景観法に基づく景観協定の認可及び今後の対応方針について 

 

１ 概要 

  つくば市内における景観協定について、新たに４件認可しましたので、その内容

を報告するものです。また、景観協定の認可における今後の対応方針について、あ

わせて報告するものです。 

 

２ 景観協定の一覧 

認可済の景観協定 認可日 

① 
葛城 C43 戸建街区景観協定 

（研究学園四丁目 15 番～32 番） 
平成 21 年１月 30 日 

② 
ウッドユータウンつくば竹園三丁目景観協定 

（竹園三丁目８番２） 
平成 25 年８月 27 日 

③ 
スマ・エコシティつくば研究学園景観協定 

（研究学園四丁目 33 番） 
平成 25 年 11 月 19 日 

④ 
ソシエルみどりのイーストリア景観協定 

（みどりの二丁目 18 番１） 
平成 28 年 12 月９日 

⑤ 
ソシエルみどりのウエストリア景観協定 

（みどりの二丁目５番１） 

平成 29 年６月 16 日 

変更：平成 30 年１月 10 日 

⑥ 
デュオアベニューつくば吾妻東街区景観協定 

（吾妻三丁目 19 番２～40） 
平成 29 年 12 月 21 日 

⑦ 
春風台ヒュッゲガーデン街区景観協定 

（春風台 36 番３の一部） 
平成 30 年６月 18 日 

⑧ 
デュオアベニューつくば吾妻西街区景観協定 

（吾妻三丁目４番１～48） 
平成 30 年 12 月 14 日 

⑨ 
竹園ガーデンⅡ景観協定 

（竹園三丁目 12 番４、12 番５） 

平成 31 年２月 15 日 

変更：令和元年９月 17 日 

⑩ 
流星台 D18、D19、D20 街区景観協定 

（流星台 51 番１～25、52 番１～36、53 番３～33） 
令和元年 12 月 27 日 

⑪ 
ブリージアみどりのノースエリア景観協定 

（みどりの二丁目２番１） 
令和２年２月 20 日 

⑫ 

さくらの森５、８、13、14、15 番地景観協定 

（さくらの森５番３～10、５番 12～45、８番２～

22、13 番２～15、14 番１～31、15 番１、15 番２、

15 番 15～31、15 番 34～37） 

令和２年５月 15 日 
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⑬ 
上河原崎 D25 地区景観協定 
（上河原崎・中西地区 D25 街区） 

令和３年９月 24 日 

⑭ 
つくば市並木２丁目７番地景観協定 

（並木二丁目７番１） 
令和４年９月８日 

⑮ 
ルナつくば陣場クルムフィールド街区景観協定 

（島名・福田坪地区 E28 街区、E40 街区） 
令和４年 12 月 23 日 

⑯ 
つくば市陣場 E27 街区②画地景観協定 

（島名・福田坪地区 E27 街区２画地） 
令和５年５月 12 日 

⑰ 
つくば市松代５丁目 12 番地景観協定 

（松代五丁目 12 番１の一部、12 番３） 
令和５年８月 24 日 

⑱ 

グリーンフィールド島名景観協定 

（上河原崎・中西地区 F17 街区１～10 画地、 

F18 街区１～８画地） 

令和５年 10 月 25 日 

⑲ 
コモンステージみどりのⅡ景観協定 

（みどりの二丁目 10 番１～30） 
令和６年２月８日 

 

３ つくば市陣場 E27 街区②画地景観協定の内容 

(1) 協定締結者（土地は２者による共有のため一人協定） 

  ① 茨城セキスイハイム株式会社（代表幹事社） 

  ② 株式会社ノーブルホーム 
 

(2) 申請地の概要 

  ① 地名地番：島名・福田坪地区 E27 街区２画地 

  ② 区域面積：18,905.04 ㎡ 

  ③ 用途地域：第一種低層住居専用地域（建蔽率 40％、容積率 80％） 

         第一種住居地域（建蔽率 60％、容積率 200％） 

  ④ 地区計画：島名・福田坪地区地区計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

- 3 - 

 

(3) 区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 協定書の主な内容 

  ① 建築物に関する基準 

   ・用途は、住宅又は兼用住宅とする。 

   ・建蔽率は 40％、容積率は 80％とする。 

   ・階数は２以下、高さは 10ｍ以下とする。 

   ・屋根及び外壁は、色彩基準に定めるマンセル値を満たし、周辺の景観を損ね

ないよう配色やデザインに配慮する。 

 

② 工作物に関する基準 

   ・門塀等は、道路境界線より 0.6ｍ以上後退して設置する。 

   ・TV アンテナ等の設置は、地盤面から７ｍ以下とする。 

   ・門灯１個所以上、庭園灯１個所以上設置する。 

 

③ 緑化に関する基準 

   ・協定樹木として、シンボルツリー（樹高 3.0ｍ以上）、コーナーツリー及び

アイストップツリー（樹高 2.5ｍ以上）を植樹する。 

 

④ 屋外広告物に関する基準 

   ・高さは、２ｍ未満とする。 

   ・合計表示総面積は、0.7 ㎡以下とする。 
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⑤ 協定の有効期間 

   ・10 年間とする。 

   

(5) 現況写真 
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４ つくば市松代５丁目 12 番地景観協定の内容 

(1) 協定締結者（一人協定） 

   茨城セキスイハイム株式会社 
 

(2) 申請地の概要 

  ① 地名地番：松代五丁目 12 番１及び 12 番３ 

  ② 区域面積：11,572.44 ㎡ 

  ③ 用途地域：第一種中高層住居専用地域（建蔽率 60％、容積率 200％） 

  ④ 地域地区：第一種高度地区、第一種文教地区 

  ⑤ 地区計画：松代第一地区地区計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 (3) 区域図 
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 (4) 協定書の主な内容 

  ① 建築物に関する基準 

   ・用途は、住宅又は兼用住宅とする。 

   ・建蔽率は 50％、容積率は 100％とする。 

   ・階数は２以下、高さは 10ｍ以下とする。 

   ・屋根及び外壁は、色彩基準に定めるマンセル値を満たし、周辺の景観を損ね

ないよう配色やデザインに配慮する。 

 

  ② 工作物に関する基準 

   ・門塀等は、道路境界線より 0.6ｍ以上後退して設置する。 

   ・TV アンテナ等の設置は、地盤面から７ｍ以下とする。 

   ・門灯１個所以上、庭園灯３個所以上設置する。 

 

③ 緑化に関する基準 

   ・協定樹木として、ゲートツリー（樹高 3.5ｍ以上）、コーナーツリー（樹高

3.0ｍ以上）、シンボルツリー（樹高 3.0ｍ以上）、ストリートツリー（樹高

2.5ｍ以上）を植樹する。 

 

④ 屋外広告物に関する基準 

   ・高さは、２ｍ未満とする。 

   ・合計表示総面積は、0.7 ㎡以下とする。 

 

  ⑤ 協定の有効期間 

   ・10 年間とする。 

 

(5) 現況写真 
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５ グリーンフィールド島名景観協定の内容 

(1) 協定締結者 

  グリーンフィールド島名地権者組合（土地所有者等 12 名） 

 

(2) 申請地の概要 

  ① 地名地番：上河原崎・中西地区 F17 街区１～10 画地、F18 街区１～８画地 

  ② 区域面積：5,903.90 ㎡ 

  ③ 用途地域：第一種低層住居専用地域（建蔽率 40％、容積率 80％） 

  ④ 地区計画：上河原崎・中西地区地区計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 区域図 
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(4) 協定書の主な内容 

  ① 建築物に関する基準 

・用途は、住宅又は兼用住宅とする。 

・建築物の外壁面は、道路境界線及び隣地境界線から２ｍ以上後退させる。 

・屋根は黒色又は濃茶色、外壁は自然色をベースに、色彩基準に定めるマンセ

ル値を満たし、周囲の街並みとの調和に配慮する。 

・最上階の屋根は 3/10（３寸勾配）以上の勾配屋根とする。 

 

② 工作物に関する基準 

   ・グリーンフィールド①内のマウンドアップ部分は、石積みや照明を設置する。 

   ・グリーンフィールド①内は、フェンス等の設置は禁止する。 

 

③ 緑化に関する基準 

   ・グリーンフィールド①内は、樹木を２本植樹し、マウンドアップ部分は芝張

りとする。 

・グリーンフィールド②及び建築地には、高さ２ｍ以上の高木を２本以上植樹

し、芝張りや季節の草花の花壇等を設け、緑化に努める。 

 

④ 屋外広告物に関する基準 

   ・高さは、２ｍ未満とする。 

   ・合計表示総面積は、１㎡以下とする。 

 

  ⑤ その他良好な景観の形成に関する事項 

   ・景観を損ねるようなアンテナ及び自動販売機の設置は禁止する。 

 

⑤ 協定の有効期間 

   ・25 年間とする。 

 

(5) 現況写真 
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６ コモンステージみどりのⅡ景観協定の内容 

(1) 協定締結者（一人協定） 

   積水ハウス株式会社 
 

(2) 申請地の概要 

  ① 地名地番：みどりの二丁目 10 番１～30 

  ② 区域面積：6,634.88 ㎡ 

  ③ 用途地域：第一種低層住居専用地域（建蔽率 40％、容積率 80％） 

  ④ 地区計画：萱丸地区地区計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 区域図 
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 (4) 協定書の主な内容 

  ① 建築物に関する基準 

   ・用途は、住宅又は兼用住宅とする。 

   ・階数は２以下、高さは 10ｍ以下とする。 

   ・屋根及び外壁は、色彩基準に定めるマンセル値を満たし、できる限り落ち着

いた色彩を基調とし、周辺景観との調和に配慮する。 

 

  ② 工作物に関する基準 

   ・かき又はさくの構造は、生垣、高さ 1.5ｍ以下の透視可能フェンス又は天然

材を主要材に用いたものとする。 

   ・門扉等は、高さ 1.5ｍを超えてはならない。 

   ・テレビアンテナ等は、屋根に設置してはならない。 

 

③ 緑化に関する基準 

   ・まちなみ樹木として、シンボルツリー（樹高３ｍ以上）、サブツリー（樹高

２ｍ以上）を植樹する。 

   ・隣地の１台目駐車場に面して、道路境界線から５ｍ以内は、高さ 0.3ｍ以上

0.5ｍ以下の低木又は地被類を植栽する。 

 

④ 屋外広告物に関する基準 

   ・高さは、２ｍ未満とする。 

   ・合計表示総面積は、0.5 ㎡以下とする。 

 

  ⑤ その他良好な景観の形成に関する事項 

   ・門灯１箇所以上、ガーデンライト１箇所以上設置する。 

   ・自動販売機を設置してはならない。 

   ・高さ 1.6ｍ以上の大型給湯器は、道路側に設けてはならない。 

 

  ⑥ 協定の有効期間 

   ・15 年間とする。 

 

(5) 現況写真 
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７ 今後の対応方針 

(1) 概要 

令和５年５月 29 日に開催した第１回景観審議会において、景観協定について

認可の報告を行ったところ、「販売促進のための景観協定に見える」など、一人

協定に関して様々なご意見をいただきました。そのため、一人協定を認可する

際、市としての今後の対応方針について報告するものです。 

 

(2) 景観法における位置付けの確認 

① 協定で定める項目（第 81 条第２項） 

   良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの。 

   イ 建築物の形態意匠に関する基準 

   ロ 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準 

   ハ 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準 

   ニ 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項 

   ホ 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準 

   ヘ 農用地の保全又は利用に関する事項 

   ト その他良好な景観の形成に関する事項 

 

② 景観協定の認可（第 83 条第１項） 

次のいずれにも該当するときは、当該景観協定を認可しなければならない。 

・申請手続が法令に違反しないこと。 

・土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものでないこと。 

・第 81 条第２項各号に掲げる事項について国土交通省令・農林水産省令で定

める基準に適合するものであること。 

 

③ 一の所有者による景観協定の設定（一人協定） 

（第 90 条第２項） 

    第 83 条第１項のいずれにも該当し、かつ、当該景観協定が良好な景観の形

成のため必要であると認める場合に限り、当該景観協定を認可するものとす

る。 

（第 90 条第４項） 

    認可の日から起算して３年以内において協定区域内の土地に２以上の土地

所有者等が存することとなった時から効力を有する。  

 

(3) 景観協定の分析 

  ① 協定項目の比較 

    景観協定、建築協定、緑地協定で定めることのできる項目は、別紙１のと

おりである。 

 

  ② 認可済みの景観協定の比較 

    協定内容の比較は、別紙２のとおりである。 
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 (4) ヒアリングの実施 

   協定の申請者である事業者、運営委員会や景観協定区域内の住民、他自治体

にヒアリングを行い、課題や参考となった意見は以下のとおりである。 

  ① 事業者 

   ・運営委員会の設立を把握していない事例があった。 

 

  ② 住民 

・事業者から詳細な説明を受けていない。 

・適合しているかの審査や違反の指摘などができるか不安である。 

・市と運営委員会は繋がっていた方がよい。 

 

  ③ 他自治体 

   ・一人協定の場合、土地所有者が２以上になったときや運営委員会を設立し

たときは、所定の様式を定めて書面を提出させている。 

 

(5) 対応方針 

   景観協定の分析やヒアリングの内容を踏まえて、以下のとおり対応方針を定

める。 

① 協定項目における基準の設定 

  以下に示すⅰ～ⅲについて全て満たすものとする。 

ⅰ 建築物の形態意匠に関する基準を設けていること。 

  

    ⅱ 以下のいずれかを設けていること。 

     ・建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準 

     ・樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項 

 

    ⅲ 以下のいずれか１つ以上設けていること。 

    ・工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準 

     ・屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準 

   ・農用地の保全又は利用に関する事項 

 

② 申請時における書類の提出 

所定の様式「景観協定事項確認書」を申請書に添付させる。（別紙３） 

 

③ 認可後における書類の提出 

    以下の書類を提出させる。 

    ・効力を有することとなった旨の届出書（別紙４） 

    ・運営委員会設立届出書（別紙５） 



景観協定
（景観法）

建築協定
（建築基準法）

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

樹種等の種類

植栽する場所

垣又はさくの構造

樹木等の管理

その他

○

○

○

○

屋外広告物

農用地

その他

緑地協定
（都市緑地法）

緑化

工作物

位置

規模

構造

○

別紙１

協定項目の比較

用途

形態意匠

項目

建築物の形態意匠

建築物

敷地

位置

規模

構造

用途

建築設備



色彩 屋根形状 敷地面積 駐車場 壁面後退 付属建築物 建蔽率 容積率 高さ 階数

1 葛城Ｃ43戸建街区景観協定 一人協定 一低 ○ 独自基準 勾配のある屋根 ―
1台目
位置指定

道路1.5ｍ
隣地1.0ｍ

道路側から直接に見えないよ
う修景

― ― ― ２階 住宅
道路側から直接に見えないよ
う修景

2
ウッドユータウンつくば
竹園三丁目景観協定

一人協定 一中高 ― 独自基準 ― 180㎡
1台以上
確保

道路1.5ｍ
隣地1.0ｍ
すみ切り0.5ｍ

― 50% 100% ― ２階 住宅、兼用住宅 ―

3
スマ・エコシティつくば
研究学園景観協定

一人協定
一低
一住

○ 独自基準 勾配のある屋根 ―
1台目
位置指定

道路1.0ｍ、1.5ｍ
隣地1.0ｍ

道路から目立たない位置に
設置、又は、道路から目立た
ないように配慮

― ― ― ２階 住宅
道路から目立たない位置に
設置、又は、道路から目立た
ないように配慮

4
ソシエルみどりの
イーストリア景観協定

一人協定
一低
一住

○
景観計画＋独自
（市街化区域）

― ―
1台目
位置指定

道路1.5ｍ、2.0ｍ
隣地1.0ｍ、1.5ｍ

物置は、道路から目立たない
ように配慮

― ― 10ｍ
２階
３階

住宅、兼用住宅、長
屋、共同住宅、寄宿
舎、老人ホーム、保育

所、診療所

―

5
ソシエルみどりの
ウエストリア景観協定

一人協定 一低 ○
景観計画＋独自
（市街化区域）

― ―
1台目
位置指定

道路1.5ｍ、2.0ｍ
隣地1.0ｍ、1.5ｍ

物置は、道路から目立たない
ように配慮

― ― 10ｍ
２階
３階

住宅、兼用住宅、長
屋、共同住宅、寄宿
舎、老人ホーム、保育

所、診療所

―

6
デュオアベニューつくば
吾妻東街区景観協定

一人協定
一中高
二住

○ 独自基準 ― ― ― ― ― ― ― 10ｍ ２階
住宅、兼用住宅、
長屋、共同住宅

―

7
春風台ヒュッゲガーデン
街区景観協定

一人協定
一低
一住

○
自然景観と調和
（数値基準無し）

金属板/日本瓦
切妻/寄棟/片流れ

―
道路から1.2
ｍの範囲は
駐車禁止

道路1.5ｍ
隣地1.0ｍ

道路から目立たないように配
慮

40% 80% 10ｍ ２階 住宅、兼用住宅
設備機器の前面に格子等を
設置

8
デュオアベニューつくば
吾妻西街区景観協定

一人協定
一中高
二住

○ 独自基準 ― ― ― ― ― ― ― 10ｍ ２階
住宅、兼用住宅、
長屋、共同住宅

―

9 竹園ガーデンⅡ景観協定 一人協定 一中高 ―
景観計画＋独自
（市街化区域）

― 180㎡
1台目
位置指定

道路1.0ｍ、1.5ｍ
隣地1.0ｍ
すみ切り0.5ｍ

― 50% 100% ― ２階 住宅、兼用住宅 ―

10
流星台D18、D19、D20街区
景観協定

29名 一低 ○
景観計画

（市街化調整区域）
― ― ―

道路2.0ｍ、13.5
ｍ

隣地1.5ｍ、8.5ｍ

景観道路側から直接に見え
ないよう修景

― ― ― ― ―
景観道路側から直接に見え
ないよう修景

11
ブリージアみどりの
ノースエリア景観協定

一人協定 一住 ○
景観計画＋独自
（市街化区域）

― ―
1台目
位置指定

道路1.5ｍ
物置は、道路から目立たない
ように配慮

― ― 10ｍ ２階 住宅、兼用住宅

高さ1.8ｍ以上の大型給湯器は、道
路側には設けてはいけない。ただし、
生垣（高さ1.4ｍ以上）を設ける場合
は除く。

12
さくらの森５，８，13，14，15
番地景観協定

50名 一低 ○
景観計画

（市街化調整区域）
― ― ―

道路2.0ｍ、13.5
ｍ

隣地1.5ｍ、8.5ｍ

景観道路側から直接に見え
ないよう修景

― ― ― ― ―
景観道路側から直接に見え
ないよう修景

13 上河原崎Ｄ25地区景観協定 一人協定 一住 ○
景観計画＋独自
（市街化区域）

― ―
1台目
位置指定

― ― 50% 100% 10ｍ ２階 住宅、兼用住宅 ―

14
つくば市並木２丁目７番地
景観協定

一人協定 一中高 ○
景観計画＋独自
（市街化区域）

― ―
1台目
位置指定

―
道路から直接見えない位置
に設置するなど修景

50% 100% 10ｍ ２階 住宅、兼用住宅 ―

15
ルナつくば陣場クルム
フィールド街区景観協定

一人協定
一低
一住

○
景観計画

（市街化区域）
― ―

1台以上
確保

― ― ― ― ― ― 住宅、兼用住宅 ―

16
つくば市陣場E27街区
②画地景観協定

一人協定
一低
一住

○
景観計画

（市街化区域）
― ―

1台目
位置指定

―
道路から直接見えない位置
に設置するなど修景

40% 80% 10ｍ ２階 住宅、兼用住宅 ―

17
つくば市松代５丁目
12番地景観協定

一人協定 一中高 ○
景観計画

（市街化区域）
― ―

1台目
位置指定

―
道路から直接見えない位置
に設置するなど修景

50% 100% 10ｍ ２階 住宅、兼用住宅 ―

18
グリーンフィールド島名
景観協定

12名 一低 〇
景観計画＋独自
（市街化調整区域）

3/10（3寸勾配）以上
の勾配屋根

―
指定位置に
駐車場不可

道路2.0ｍ
隣地2.0ｍ

― ― ― ― ― 住宅、兼用住宅 ―

19
コモンステージみどりのⅡ
景観協定

一人協定 一低 ○
景観計画＋独自
（市街化区域）

― ―
1台目
位置指定

―
物置は、道路から目立たない
ように配慮

― ― 10ｍ ２階 住宅、兼用住宅

高さ1.6ｍ以上の大型給湯器は、道
路側には設けてはならない。ただし、
生垣（高さ1.5ｍ以上）を設ける場合
は除く。

名称 締結者 区域区分 地区計画

別紙２

協定内容の比較

用途 建築設備

建築物
建築物の形態意匠

規模敷地 位置



1 葛城Ｃ43戸建街区景観協定

2
ウッドユータウンつくば
竹園三丁目景観協定

3
スマ・エコシティつくば
研究学園景観協定

4
ソシエルみどりの
イーストリア景観協定

5
ソシエルみどりの
ウエストリア景観協定

6
デュオアベニューつくば
吾妻東街区景観協定

7
春風台ヒュッゲガーデン
街区景観協定

8
デュオアベニューつくば
吾妻西街区景観協定

9 竹園ガーデンⅡ景観協定

10
流星台D18、D19、D20街区
景観協定

11
ブリージアみどりの
ノースエリア景観協定

12
さくらの森５，８，13，14，15
番地景観協定

13 上河原崎Ｄ25地区景観協定

14
つくば市並木２丁目７番地
景観協定

15
ルナつくば陣場クルム
フィールド街区景観協定

16
つくば市陣場E27街区
②画地景観協定

17
つくば市松代５丁目
12番地景観協定

18
グリーンフィールド島名
景観協定

19
コモンステージみどりのⅡ
景観協定

名称

協定内容の比較

規模 構造

かきさく 門塀 アンテナ等 高さ かきさく 緑化率 植栽計画 管理 面積 高さ 色彩 材料 自動販売機 照明 電線

道路境界沿いは1
ｍ以上後退

―
屋外アンテナ
等設置不可

― 種類、高さ
門柱、土留め、舗
装部材等は委員会
の承認を得た部材

25% 種類、高さ、場所
樹木等の維持管
理

0.5㎡以下 1.4ｍ以下
建築物の
基準を準用

蛍光、発光、
反射、電光、
電飾等は不可

― ― ―

― ― ―
1.2ｍ超え
は不可

種類、高さ ― 15% ― ― ― ― ― ― ― ― 地中埋設

道路境界沿いは1
ｍ以上後退

―
屋外アンテナ
等設置不可

― 種類、高さ
門柱、土留め、舗
装部材等は委員会
の承認を得た部材

25% 種類、高さ、場所
樹木等の維持管
理

0.5㎡以下 1.4ｍ以下
建築物の
基準を準用

蛍光、発光、
反射、電光、
電飾等は不可

― ― ―

道路境界線から1
ｍ以上後退

道路境界線から1
ｍ以上後退

屋根に設置不
可

10ｍ未満 種類
門柱及び土留めの
材料は、委員会の
定めるもの

― 種類、高さ、場所 樹木の維持管理 0.7㎡以下 2.0ｍ未満
建築物及び
周辺の景
観と調和

― 設置不可
門灯１箇所
ガーデンライト２
箇所以上

―

道路境界線から1
ｍ以上後退

道路境界線から1
ｍ以上後退

屋根に設置不
可

3ｍ以下 種類
門柱及び土留めの
材料は、委員会の
定めるもの

― 種類、高さ、場所 樹木の維持管理 0.7㎡以下 2.0ｍ未満
建築物及び
周辺の景
観と調和

― 設置不可
門灯１箇所
ガーデンライト２
箇所以上

―

― ― ― ― ― ― ― ― ― 1.0㎡以下 ― ― ― 設置不可 ― ―

共有地に面して
設置不可

道路境界線から
0.7ｍ以上後退

― ― ― ― ― 種類、高さ、場所 樹木の維持管理 0.7㎡以下 1.0ｍ未満 ― ― 設置不可 ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― 1.0㎡以下 ― ― ― 設置不可 ― ―

指定する場所に
設置不可

― ―
1.2ｍ超え
は不可

種類、高さ ― 15% ― ― ― ― ― ― ― ― 地中埋設

指定する場所に
設置不可

― ― ― 種類、高さ
門柱、土留め、舗
装部材等は委員会
の承認を得た部材

― 種類、高さ、場所
景観緑地の維持
管理

1.0㎡以下 2.0ｍ以下
建築物の
基準を準用

蛍光、発光、
反射、電光、
電飾等は不可

― ― ―

道路境界線から1
ｍ以上後退

道路境界線から
0.6ｍ以上後退

屋根に設置不
可

3ｍ以下 種類、高さ
門柱及び土留めの
材料は、委員会の
定めるもの

― 種類、高さ、場所 樹木の維持管理 0.7㎡以下 2.0ｍ未満
建築物及び
周辺の景
観と調和

― 設置不可
門灯１箇所
ガーデンライト１
箇所以上

―

指定する場所に
設置不可

― ― ― 種類、高さ
門柱、土留め、舗
装部材等は委員会
の承認を得た部材

― 種類、高さ、場所
景観緑地の維持
管理

1.0㎡以下 2.0ｍ以下
建築物の
基準を準用

蛍光、発光、
反射、電光、
電飾等は不可

― ― ―

地盤高の高い敷
地に設置

道路境界線から
0.6ｍ以上後退

― ― ―
門柱のデザイン及
び材料は、委員会
の定めるもの

― 種類、高さ、場所 樹木の維持管理 0.7㎡以下 2.0ｍ未満
建築物及び
周辺の景
観と調和

― ―
門灯１箇所以上
ガーデンライト１
箇所以上

―

地盤高の高い敷
地に設置

道路境界線から
0.6ｍ以上後退

地盤面から7ｍ
以下

― 種類、高さ

門柱は仕様を別紙で規
定。照明器具、土留め、
舗装等の部材は委員会
の定めるもの

― 種類、高さ、場所 樹木の維持管理 0.7㎡以下 2.0ｍ未満
建築物及び
周辺の景
観と調和

― ―
門灯１箇所以上
庭園灯１箇所以
上

―

― ― ― ― ― ― ―
道路に面する部
分は緑化に努め
る

― ― ― ― ― ― ― ―

地盤高の高い敷
地に設置

道路境界線から
0.6ｍ以上後退

地盤面から7ｍ
以下

― ―

門柱は仕様を別紙で規
定。照明器具、土留め、
舗装等の部材は委員会
の定めるもの

― 種類、高さ、場所 樹木の維持管理 0.7㎡以下 2.0ｍ未満
建築物及び
周辺の景
観と調和

― ―
門灯１箇所以上
庭園灯１箇所以
上

―

地盤高の高い敷
地に設置

道路境界線から
0.6ｍ以上後退

地盤面から7ｍ
以下

― ―

門柱及び庭園灯は仕様
を別紙で規定。土留め及
び舗装等の部材は委員
会の定めるもの

― 種類、高さ、場所 樹木の維持管理 0.7㎡以下 2.0ｍ未満
建築物及び
周辺の景
観と調和

― ―
門灯１箇所以上
庭園灯３箇所以
上

―

指定する場所に
設置不可

―
景観を損ねる
ものは不可

― ―
門柱、土留め、舗
装部材等は委員会
の定めるもの

― 種類、場所 維持管理 1.0㎡以下 2.0ｍ以下
建築物の
基準を準用

蛍光、発光、
反射、電光、
電飾等は不可

設置不可
所定の区域内に
照明を設置

―

地盤高の高い敷
地に設置

道路境界線から1
ｍ以上後退

屋根に設置不
可

1.5ｍ超え
は不可

種類、高さ
門柱及び土留めの
材料は、委員会の
定めるもの

― 種類、高さ、場所 樹木の維持管理 0.5㎡以下 2.0ｍ未満
建築物及び
周辺の景
観と調和

― 設置不可
門灯１箇所以上
ガーデンライト１
箇所以上

―

別紙２

緑化 屋外広告物 その他
工作物

形態意匠
位置
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景観協定事項確認書 

 

  本書は、景観法第 90 条第１項の規定に基づく「一の所有者による景観協定」を

定める場合において、以下の項目について記載し、景観協定認可申請書に添付して

ください。 

 

１ 計画地の特徴 

① 景観形成においてどのような地域特性を有しているのか。 

 

 

 

 

② 地域特性を踏まえて、景観協定によりどのような景観形成を図るのか。 

 

 

 

 

２ 協定事項の効果 

※条名の見出しが複数ある場合は、行を追加して条名毎に記載してください。 

イ 建築物の形態意匠に関する基準 

条名の見出し 景観形成への効果 

  

 

ロ 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準 

条名の見出し 景観形成への効果 

  

  

ハ 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準 

条名の見出し 景観形成への効果 
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ニ 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項 

条名の見出し 景観形成への効果 

  

 

 

ホ 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準 

条名の見出し 景観形成への効果 

  

 

ヘ 農用地の保全又は利用に関する事項 

条名の見出し 景観形成への効果 

  

 

ト その他良好な景観の形成に関する事項 

条名の見出し 景観形成への効果 

  

 

３ 事業者の役割 

① 新たに土地所有者等となる者に対して、どのように周知を行うのか。 

 

 

 

② 運営委員会の設立まで、どのような体制で取り組むのか。 

 

 

 

③ 運営委員会の設立後、運営に関してどのような支援を行うのか。 
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効力を有することとなった旨の届出書 

 

年  月  日 

 

   つくば市長 

 

                 届出者 住  所 

                         氏  名 

                                          電話番号 

 

 次のとおり２以上の土地所有者等が存することとなったので届け出ます。 

景観協定の名称  

認可年月日      年   月   日 

効力を有することと 

なった年月日 
     年   月   日 

地名地番 土地所有者等の住所・氏名 

  

  

  

注 ２以上の土地の所有者等が存することを証する書類を添付してください。 

 



別紙５ 

 

 

運営委員会設立届出書 

 

年  月  日  

 

   つくば市長 

 

                 届出者 住  所 

                         氏  名 

                                          電話番号 

 

 次のとおり運営委員会を設立したので届け出ます。 

景観協定の名称  

認可年月日      年   月   日 

設立年月日      年   月   日 

委員長 

住 所 氏 名 電話番号 役 職 

    

構成員 
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